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両党!|の林業政策を |みる
岡和夫

b

事項を個別的に検討し，必要なものから順次法的措悩を

講じていくという方法である。検討の結果後者の方法を

とるという方針が決定され，まず手はじめに森林法改正

案が第耳0国会に提出されたわけである。ところが国会筋

が期待していたのは，そのような個別的措置ではなく，

林政の基本方針が奈辺にあるやを明示した形のもの，つ

まり林業基本法的なものであったようである。とりわけ

与党の腱業関係議員にその意向がつよく，森林法改正案

は，国会審議の過程で林政の基本方針を次期通常国会ま

でに確立すべき旨の付帯決議が付されて成立することと

なった。その結果，林野庁は当初の基本方針を変更し，

急ぎ付帯決議の趣旨にそって林政の基本方針の確立のた

めの立法準備に入ったわけであるが，今国会に提出を予

定されてし､る林業基本法案がそれである。

ところで，上記の付滞決職が主として農業関係議員の

強い意向によって付されたという事実は，注目しなけれ

ばならない。600万艇家中,山林を保有するものが250万

戸にも及ぶため(これは|270万戸の林家の94影にあたる）

林業政策の動向は，農家経済に影響するところが大きい

が，とりわけ農業構造改善政策の対象からもれる山づき

農家ほど林業の占める比率が大きく，その地帯では山林

は単に経済構造のみでなく，社会購造をも決定づける支

配因子になっているとし､う現実，さらには林野の商品経

済的利用の展開の高度化といった事実をふまえるなら

ば，農業関係議員が林業政策に対して関心を示すのも当

然といわなければならぬ。と同時に，今後林業政策を進

める場合に林業の特殊性のなかにそれを倭小化すること

‘は禁物である。

付帯決議をとおして，われわれは自民党筋の林業政策

に対する関心のほどをうかがうことができたわけである

が，しかしそこではまだ党としての正式の立場での見解

の表明はみられなし､。自民党としての林業政策が最近ま

とまった形で正式に示されたのは，昨年の参議院議員選

挙に臨むにあたり党が発表した「参議院選挙に公約する

政策｣(昭和37年5月15日）である。この「公約」は．つ

まえがき

農林漁業基本問題調査会の林業答申を契機にして，各

政党の間では従来さまで明確でなかった林業政策に対す

るおのが見解を確立しようとする気運がにわかに高まっ

た。とくに昨年春には答申の具体化の手はじめとして森

林法の一部改正が国念におし､て成立し,さらに今次の第
43国会には，将来の林政の方向を決定づける林業基本法

案の提出が予定される等腿業問題が農業基本法の成立に

よって一段落した後をうけて林業問題が農林漁業政策の

一つの中心になろうとするに及んで各政党の林業対策も

ようやく活発な様相を呈してきた｡林業政策は,それが国

土総面積の3分の2にも及ぶ山林，270万戸の林家を対

象とするものであり，関連産業を含めると国民所得の1

割に及び，日本経済の発展上重要な位置を占めている林
業を対象とするものであるにもかかわらず，卒直にいっ

て従来必ずしも満足しうるような展開は図られていな

い。それというのも林業政策が国会その他国民大衆の注

視のなかで十分に論議さ鯉，批判されなかったためで，

つまり磨きをかける機会をもたなかったというのが最大

の原因ではないかと思う。したがって林業政策の展開を

図るためには，何よりもまずそれが牡畔ﾘの場に立たされ

ることが先決である。批判をとおして政策担当者の姿勢

も真剣になり，研さんも積まれると思われるが，その意

味で政党が森林政策に関心を示すようになったというこ

とは，おそきに失する嫌いはあるにしても喜ばしいこと

である。それでは，政党のこれに対する見解は，どのよ

うなものであろうか。これをみるのが本稿に与えられた

課題である。

自由民主党の林業政策

挫林漁業基本問題調査会が林業に関する答申を行なっ

た後，林野庁はその対策にとりかかったが，その際二つ

の方向が検討された。一つは，賎業についてとられたよ

うに林業も直ちに答申の趣旨をおり込んだ林業基本法を

制定するという措置であり，もう一つは答申にもられた

_一
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岡：自民・社会両党の林業政策をみる

ぎの15項目を掲げているが，林業政策は「9農林漁業の

振興」のなかで開陳されてし､る。すなわち，

×××

1.民主主義の擁護，2.自主平和外交の推進，5．国の安

全保障4.経済の安定成長と国民所得培増の達成，5.国

民負担の軽減，6.教育の刷新充実，7.科学技術の振興，

8.社会保障の充実，9，農林漁業の振興，10.中小企業の

近代化促進，11.国土建設の促進，12.交通難対策の推進

13.青少年婦人対策，14.その他の重要政策（国土美化運

動の展開，農地被買収者問題の処理，オリンピック準備

の促進|,ILO87号条約の批準促進),15.憲法問題

×××

農林漁業の振興として，(1)艇業基本法に基づく諸施策

の推進，(2)食糧管理制度の存続，(3)肥料2法の存続と肥

Is伽絡の値下げ，(4)*燦の振興，(5)水産の振興の5項目

を掲げ，この内の「林業振興」についてつぎのとおり述

べている。

4，林業の振冥

林業の生産性の向上と林業所得の増大を図るため，次

の施設を講ずる。

（1）林業の基本的政策を確立し，国土の保全と地域

格差の是正に資するため，抜本的な林業振興の立

法措置を講ずる･

（2）造林を一層助長する。とくに密植造林と早成樹

種の導入を推進する。

（3）林道開発を促進する。とくに奥地林開発林道，

山村振興林道の開設に重点を置く。なお新たに林

道路線の合理的な開設計画を樹立するため，全国

的な林道網調査を実施する。

（4）林業経営の改善を促進するため，林業普及指導

事業を強化し，また，林業機械化や協業組織の助

長促進をはかる。

政策指標を生産性向上と所得増大においているが，こ

れは調査会答申の線にそったものであり，けだしそつの

ない措置というべきであろう。なお，もし政策目標の設

定を答申にそったものと解するならば，そこでいう陸

産性向上」は，生産力増大つまり増産に結びつく生産性

向上に解されなければならないであろう。したがって，

そこでの生産性は,ﾉ労働生産性と土地生産性の両者を含

めてさしていると理解すべきである。ということは，擬

本装伽（公共投資も含めて）と育林技術の両者の高庇化

が具体的施策として措定されなければならないというこ

とであり，上記(2)～(4)がその具体的内容を示しているの

であろう。

つぎに(1)の埜本政策確立のための立法措腫は，森林法

改正の際の付帯決譲と同一発想のものであり，付帯決議

の趣旨が，ここで正式に党の主張として登場したわけで

ある。ただ基本的政策として何を考えているかは，必ず

しも明らかではない。つぎの「国土の保全」は．とくに

目あたらしいものではないが，これと並列させている

「地域格差の是正」は，従来の林業政策の範鴫には入っ

てこなかった発想であり，注目に値する。おそらくこの

発想は，山村の後進性をふまえたものであろう。挫林漁

業基本問題調査会の設置自体これと同じ基盤に立ったも

ので，あの場合は，都市と農山村の所得絡差の著しさ，

またそれによってもたらされる生活水準の桔差の著しさ

が契機であったが，一口に農山村といってもひらぱの農

村と山つきの山村とでは，またその間に懸隔がある。し

かもひらぱの腱村は構造改善政策の実施によって近代的

農業が展望されるのに反し，山村は，その契機すらつか

むことができず，このままでは今後ますます格差は開く

であろう。このような救われざる山村を救うものとして

は，それが置かれた立地条件よりして林業以外にないと

いうことはいまさら述べるまでもなし､ところであり，か

くして林業がこの視角のなかに大きく浮かび上り，従来

とはちがった扱いをうけることになったと推察される。

ところで地域絡差是正はわが国経済を今後さらに飛躍

させるについてぜひとも解決しなければならない課題で

ある経済の二重椛造の解消につながるものである。現在

政府及び党のとる経済政策は，所得倍増計画の達成を基

調としており，すべてはこれに収れんすると考えて郷f、

が，所得倍増計画は，その計画課題の第5に「二重椛造

の緩和と社会的安定の確保」という項目を掲げ「農業と

非農業間大企業と中小企業間，地域相互間ならびに所

得階層間に存在する生活上および所得上の柑差の是正」

をうたっている。したがって「公約」においては林業政

策もまた党，政府の経済政策の基本である所得倍増計画

達成の一環として組み込まれているとみなければならな

い。つまり，ここでは林業政策の孤立化な打ち破られて

おり，より高い次元の政策と結びつくことによって林業

政策が経済政策全体のなかで占めるべき位臘と果すべき

役割が確固として与えられているわけである。この点は

「公約｣における林業政策の最大の特色として評価した

い。

つぎに国有林につし､て「公約」がどのような扱いをし

ているかをみてみよう。はなはだ興味深いことである

が．国有林は前掲15項目の第4「経済の安定成長と国民

所得倍増計画の達成」のなかに登場している。従来のわ

－2－
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岡：自民。社会両党の林業政策をみる

れわれの感覚からすると，いささか場達し､の感をうけ

る。しかしそのような感じ方をするのは，林業政策の閉

鎖性にならされてきたためであって，「公約」の立場か

らすればあえて異とするにはあたらないことなのであろ

う。それはさておき，この経済安定成長と所得倍増に関

する対策の一つとして「公約」は地域格差是正をとり上

げているが，そのための方策として後進地域における道

路，河川，港湾，鉄道，土地改良等の公共投資計画的な

工業開発，生活環境の改善，総合開発等とならんで「後

進地域の開発を促進するため，地方の実情に応じ，国有

林を解放活用する」ことがうたわれている。つまり，こ

こでは国有林は材築湿與の範嶢ではなく，それとはちが
った視角でとらえられ，扱われているということである

が，そのことは林業振興を地域絡差是正と結びつけた発

想と軌を一にするものである。国有林問題もまた，今後

は林業という一部門のなかだけで取り扱うことが許され

なくなるであろう。

以上は自民党がもっとも最近において林業政策につい

て体系的に打ち出した「公約」における林業政策のべっ

見であるが，林業政策を中心にした同党の動きは，これ

のみにとどまらない。昨年11月，自民党政調会農林部会

は，その頃政府において作業を進めていた林業基本法案

の作成に対応して，党としてのこの問題に対する見解を

まとめるための一助として，林業関係団体に、林業政策

の骨子になるべき諸問題、の提出を求めている。林業関

係団体は，この要請にもとづし､て意見をとりまとめ，関

係団体を代表する日本林業協会の名において「林業振興

基本法素案」なるものを党の林業小委員会に提出してい

るが．このような動きも従来はみられなかったことであ

る。

社会党の林業政策

こと林業に関する限り与野党間で意見の対立はないと

いうのがこれまでの国会筋の常識であった。もちろん同

床異夢とい弓こともあ患が，林業政策には野党の社会党

の政党的利害ないしは階級的利害の触覚にふれるような

要素がなかったということがそうさせた最大の理由では

ないかと思う。ところが56年に公有林野等官行造林を廃

止する法律案が国会審議にかけられたときをもいて事情

は一変した。なぜ社会党がこの法案に対して従来とちが

った姿勢で臨むにいたったか，その事情についてはいろ

いろと臆測されているが，要するに階級的利害の要素を

この法案に見出したのであろう（あの法律にそのような

要素を認めるかどうかは，みる人の世界観，価催削断の

基準等によっていろいろであろうが，社会党はそのよう

なうけと!）刀､えをしたということである)。そしてそれ

以後は，社会党催林業政策に対してもはっきりと自民

党，政府のそれとはちがった立場に立つこととなった。

しからぱ社会党の林業政策とは，いかなるものであ

ろうか。それは同党が最近発表した「山林政策大綱」に

集約されているが，この大綱が生畜れるまでの経緯は，

つぎのとおりである。官行造林法の廃止に関する法案審

議の経緯からみて林業政策について社会党としても基本
方針をもつ必要が生じたわけであるが，これより先に，

基本問題調査会の答申を契機にして，同党は同党なりの

林業基本対策の作成にとりかかっている。とくに農業基

本法の国会審議が一段落した36年夏頃からそれが本樹上

し，その成果をまとめた「山林政策大綱の作成に当って

の問題点」が37年1月の党大会に提出されている。この

大会における「問題点」の取扱いは，そこでこれを決定
するというものではなくして意見を問うという形で提案

されているが，特筆するような論議は，なかったように

聞いている。その後同党の政策審議会と林業政策特別委

員会の両者は，共同で「問題点」を足がかりにして「山

林政策大綱案」を作成し，これを同党の林業政策として

正式決定するべく昨年11月の第22回党大会にかけ,承認
されている。以上のような経過をたどって「大綱」は生

まれたわけであるが，上にみたように相当の準備期間を

かけて作成しただけに，一応体系的に整理されており，

また約6,000字からなる長文のもので，前文とつぎの'11

項目からなっている。

× ××

(1)目的，(2)土地の所有と利用，(3)国有林，(4)公有林，

(5)私有林，(6)林業労働者と山村住民の福祉向上，(7)木材

価格安定と流圃機構の合割上，⑧試験研究と指導普及体
制の確立，(9)治山治水対策の推進，⑩地域林業協議会の

創設，伽森林計画と林野行政機構

×××

つぎに「大綱」の要旨を，コメントを加えつつ，かい

つまんで記そう。国土総面積の67％をしめる山林原野の

利用をどうするかは，国民生活に多大の影響をもつ。と

ころが，現状をみると政策の不手ぎわによってそれが有

効に利用されておらず，林業は種晦の矛盾にうちあたっ
ているとし，その矛盾として第一に供給が需要に弾力的

に対応できないという事態を、第二に材業所得の分配の

不均衝を（高地代に起因するという)，第三には山村に

おける階層分化の急速な週了を，そして第四に国土の荒

廃をあげる。そして高地代こそ山村疲弊の根本原因であ

るとしている。ところでこの現状認識は，第三の階層分

化を除けば他は調査会答申における現状認識と．本質的
にはちがっていない。したがって，「大綱」の現状謡哉

－3－



岡：自民・社会両党の林業政策をみる

適用し，農用地として利用すべき土地は農民に利用させ

る。（必ずしも売払いを意味しない)。また，一定規模以

上の私有山林は，国が買収して国有林とし，零細林業は

生産共同化を促進する等の政策を推進する。また階層分

化が近代的企業に結びつかないとの展望に立って，林地

移動の規制を主張している。その他，公有林については

造林，育林の強化を地方自治体に義務づけ，糖放利用の

私有山林には，国が土地利用権を設定して分収造林を行

ない，国有林については，これの運営を法律で定め，経

営審議会を設置して運営の民主化を図る等の措置を考え

ている。また価桔，流通対策としては国有林の市場価絡

誘導力の強化，素材，製材業者に対する政策金謹地方

木材市場の増設，外材輸入住として北洋材）の拡大等

をうたっている。

以上が「大綱」の要旨であるが，全体を通じ，社会党

らしきイデオロギーは，それほど激しくは感じとれない

（大規模山林の国割上は別として)。この点について｢大

綱」は，ここにもられた政策は，社会主義的林業をめざ

す段階施設であるとしているが，それにしても林業の現

状は，社会党がイデオロギーをむき出しにして自民党と

対立しなければならないような段階にはまだ達していな

いということが「大綱をして，そのようなものたらし

めたのではないだろうか。

むすび

予定枚数をすでに超過しているので，この辺でむすび

たいが，冒頭でも述べたように，今後は，林業政策も国

会審蹴の場等でもまれる機会が多くなると思われる。そ

のことは*操政策に磨きをかける契機になるので，林業

の発展上喜ばしいことであるが，そのことは同時に，わ

れわれにそのような研磨に耐えるだけの政策的素養，蓄

讃を平素から養っておくことを要求するであろう。従来

必ずしも十分でなかったこの面の調査研究の活発化を望
んでやまない。

のなかでとくに言及しなければならないのは，階層分化

についての見解である。「大綱｣をみればわかることであ

るが，社会党も階層分化それ自体を矛眉として理解して

いるのではない。資本主義の山村への浸透は，必然的に

林野をそれまでの自給経済的利用から商品経済的利用に

再編していき，その過程で階層分化が惹起されるのは歴

史的必然である。したがって「大綱」も，階層分化それ

自体に対しては肯定も否定もしておらず，与えられた現

実としてうけとっているようである（この点は錐者とし

て余り自信がないが)。なぜかというと，蕪本問題調査

会答申のなかで，高く評価された家族経営林業について

「大綱」が「国家独占賛本主義の段階にたっしている日

本資本主義の現状のもとでは，企業としてなりたつ家族

経営林業を育成しようとする道によって林業問題を解決
することはできない」という#畔ﾘを下しているし，また

「今日の日本の山林問題は，製紙パルプ独占資本と大山

林地主の利益追求の道か，しからずんぱ労働者，農民の

力による社会主義的林業をめざす道か，この二つの道の

対決がせまられてし､るとしているからで，この発想の背

後に健，階層分化をある程度肯定する気持すら汲みとれ

る。うがったみかたをするならば，階層分化の結果とし

て析出されるランドレスの労働者の鋤ﾛは，社会党の生

育基盤になるという設定すら成り立つ。それでは，なぜ

「大綱」は階層分化を矛盾としてとらえたのであろう

か。それは階層分化の結果，もたらされるは陸地，資

本，労働の分離による近代的企業林業ではなくて，依然

として土地囲いこみを基盤とする前近代的林業」である
とみるからである。

さて，以上のような現状認識の上に立って，つぎの政

策を打ち出している。すなわち，山林原野を国民の生活

水準の向上に役立てるために，国の調査によって山林原

野の面積を正確に把握し，土地利用区分をさだめる。そ

して山林として利用すべきところには強力な山林政鯖を
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4.8-6.0，阿蘇外輪丘陵頂上に近く，有機物の集積はあ

'まり顕著でないが，降灰に基因した塩基の分量は阿蘇付

近の火山灰土壊中で最も高くススキ，チガヤ，シバ，ア

ザミ，ノダケなどの野草の成長も良好で，植物の生育に

対しては火山灰土壌としては好適な土壌条件を備えてい

る。傾斜は15-20.万位は北面および南東に面し、波状

丘陵斜面の原野である。この試験地には株間距離をそれ

ぞれ30cmとして2本,3本,4本,6本寄植を行ない，

単位面菰あたりの本数を等しくするように巣間距離を変

えた場合と，これとは別に株間距離をそれぞれ1mとし

て2本，3本，4本，6本などの寄植を行ない単位面積

あたりの本数を不同として巣間距離をおのおの5m,4

m,6mとした場合などがあるが，この調査には後者は

含まれていない。なお本試験の詳細については別途報告

の予定である。スギはすべてアヤスギである。

2．住友林業試験林

宮崎県東臼杵郡西郷村山瀬にあり，土壌は植壊土で

BD型，深度はろ0－35cm,適潤地で小尾根上の台状地，

5.内外の緩斜，方位は東北東である。地位は1等地に属

し樹木雑草ともに生育良好である。この林分は最初いか

なる趣旨で何本宛を植栽したものか不明である。現在は

1巣あたり2本のものから6本のものまであるが，4本

が最も多く4巣，次いで3本が3巣，ほかは各1巣であ

る。途中で撫育がほとんど加えられていなし､ようである

が，記録がないので判明しない

現在は巣内の株間距離は不同で0.8-1.4m,平均1.06

Xn9各巣間距離は5-10m,平均8.3mとなっている。

品種はオビアカその他オピスギ系である。

生育状況

1．九大波野試験林4年生アヤスギ。

2本植，5本植，4本植，6本植などの巣植と2m×

2，mの普通の1本植とについて,1962年7月現在におけ

る樹高および根元直径の澗捷結果を示せば第1，2表の

通りで，第1試験地では樹高において巣植の方がやや劣

っているようであるが，根元直径においてはやや劣って

おり，第2試験地では樹高，根元直径ともに単植区の方

がやや勝っているようである。

第1表第1試験地の成長比較

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

巣 植造林とその得失
一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

佐 藤敬二

伊東正志

はじめに

最近植栽本数の問題が，造林上の重要課題として，大

きく浮び上がってきたことは，衆知の通りであるが，植

栽の問題は，これを根本的に考えれば，単に単位面積あ

たりに何本植えるかだけの問題に止まらず，さらに植栽

方式の点が残されている。

そして植栽方式といえば，従来は，教科書どおりの正

方形,矩形,正三角形植の三つについて,その植栽法や
撫育上の得失についての論議が行なわれているに過ぎな

い◎

しかしながら，これらはいずれも常に1本植のみを対

象としたもので，なにゆえに植栽は1本づつに限らるべ

きか，2本，3本，4本とかためて植えると，どんな利

害得失があるかの実験結果に関しては，ほとんど全く知

るところが無いといってさしつかえないようである。

もっとも，ナラの巣揺造林については，後に述べるよ

うに，ソ連のルイセンコ派の業績があり，スギの巣播造

林については九大佐藤（1951）の研究があるが，巣植に

関する研究はまだ公表されたものがないようである。

その欠を補うために，九大造林学教室では，昭和33年

（1958）汰木達郎を主査として，植栽粗密度試験とあわ

せて，スギ巣植の本数別試験に瀞手した。しかるに住友

林業株式会社では，宮崎事業区26林班へ小班内に，きわ

めて小面債ではあるが，すでに昭和8年（1953）に，ス

ギの巣植を実行してし､る。

このたびこの両試験地を調査する機会を得たので，そ

の結果の大要を報告すると共に，二，三の考察を試みる

こととする。

ちなみに，本植栽法の名称については，ソ連の巣播造

林に準じて「巣植造林」とすべきか，あるいはそれの中

国訳に従って「塊状密集造林」とすべきか，あるいはま

た「寄植造林(Plantinginclump)｣,「坪植」とすべ

きか，問題がないわけではないが，ここでは一応巣植造

林という名称を用いることにした。

植栽地および植栽法

1．九大試験林

熊本県阿蘇郡波野村大戸口にあり，土壌は火山灰を母

材とするいわゆる火山灰土壌で容穣重は大きく,PHは

一

一

区別|単植'2本繼愚本植4本植'6本植|難
本数|221s。§65!|541'7]

腰呼i"|Wil響絶対瀞'26.36
平
相対値100均

22．1418．2720．9720．2017．5219.18

1008295917887

平
均

根
元
直
径

、ユ、

絶対値

相対値
雛者：九州大学，住友林業株式会社
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佐藤，伊藤：巣植造林とその得失

巣植地は単植地に比べて平均樹高，平均胸高直径，単

木材積ともに勝っており，とくに平均材積において57％

も大となっていることは注目すべき事実である。

11a当たり換算すると、単植区の現在立木本数は1,055

本，巣植区は771本となって，立木本数では巣植区は単

植区の77％に過ぎなし､が，利讃において単植区よりも17

％の増となっている。

なお樹高の最大木も，直径の,最大木も，また材積の最

大木も，巣植区のものの方が単植区のものよりも大であ

ることが注意をひいた。最小直径木どうしを比較した場

合巣植区の方が小さいことは当然であろうが，最小樹高

木は逆に単植区の方に小さく現われている。

次に単植地と巣植地との立木状態ならびに樹冠投影図

を示せば第1－6図の通りで．単植では林内に下草の繁

茂はほとんど見られないが，巣柵地では巣と巣との間に

雑草木の繁茂が著しく巣植地ではその巣内の数本の樹群

がしかも1本の林木の樹冠のような円錐形を呈して内側

の枝は細くて枯れ上がり，外側の枝は太くて下枝まで生

きている。巣植によってとくに樹幹が湾曲するという傾

向は認められない。

樹冠占有面積の全面澱に対する比率は単植地の76影に

対して巣植地は52％と，巣植地の方がはるかに低い。こ

しかし．これらの間の差はわずかであり，まだ苗木が

若くて相互に影響し合う大いさにも達していないので，

優劣は定めがたいという方が妥当であろう。

第2表第2試験地の成長比較
－

－－

区 4本植'6魂｢灘別単植2本植’ろ本植

本数’221231愚9 3053’125

樹"I126.
高絶対値

爵相対値↑0．

26.36117.96127.26118.00115.27120.16

10095101959195

22．1422．6521．3619．8716.6119.98

10010296907590

一
概
兀
直
磯

rnm

絶対値

胴対値
｜｜
’

へ
2．住友山瀬試験林29年生オビスギ。

さきに述べた巣植とそれに隣接して斜面の下方に位

し、地況も林況も等しいと認められる単植地とについて

林木の生育状態を比較すると，1962年7月現在における

洲旋結果は第5，4表の通りであり，またこれをha"

たりに換算したものが第5表である。

第5表巣植区と単植区との成長比較

グ

項圖｜単植｜巣植|巣植/単植影
面積1n2

本数本

材秋Xn3

胸筒直径cm

平均胸商直径cm

樹高m

平均樹高、

単木材菰mp

平均材積nl3

455495

4738

20．2925.75

15．0-42.310.7-47.8

25．4629．75

9．5－19．210．0－20．6

15．1916．83

｡"蕨遥"|，"'棚,

ｰ

127

117

111

157

鳧8
－第4表巣植区，単植区の植栽本数別

平均成長比較

区別|単植'2本巣|3本巣|4本巣|6本巣|6"|" 第1図単椎弛の林相29年生

第5表ヘクタール当たり換算比較

植’
巣植/単植

影項目｜単植巣
本数1.0記

材職m3 4459

771

522．0

７
７
７
１１

第2図巣植地の林相29年生
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訳
グ
，

１
１
Ｊ

一

455m

345〃

75.8％

第3図巣植地の樹群形成

齢号

第

－－トョ時

Lー
493，

256P
51.9％第4図巣と単の間の植生

第6図巣植地の樹冠配置数鯛ま立木審号

に入れて，塊状ｻﾆ集団的に植栽することば諸害に対する

抵抗力を増強する意味においても，また樹木の本性から

いっても自然的な方法だといえるかもしれない。

b)ルイセンコ学説からあ見地

ルイセンコは生物界においては同一種内の個体群の相

互間には原則として競争は存在せず，もし一定の種が密

集すると自己間引の方法で自分の数を調整して，全空間
をその種でもって占領し，必要な樹冠の閉鎖を維持しな

がらその空間にその種の競争相手となるような他の種の

侵入することを許さないといっている。かれの巣播造林
についてのこの考え方は、当然巣植造林にもあてはまる

ものといえよう。

れが林内における雑草の繁茂を多からしめる理由となる

であろう。

また，この森林のように撫育の手遅れとなった場合，

単植地では第5図に見るように植栽木の消失した穴が生

ずるが，巣植地ではそのような形跡が見られない。

考 察

a)樹冠群構成の見地

およそ天然生林はこれを些細に観察すれば，そこに種

の々形式の樹冠群の存在することが秋田のスギ．青森の

ヒバ，岩手のマツ，長野のヒノキ，南九州の常緑広葉樹

などで知られており，1962年夏の屋久杉天然更新地調査

の隙にも佐藤らの認めたところである。

してみると、人工造林の場合にもそれを始めから考慮

･－－－－7－－…



佐藤，伊藤：巣植造林とその得失

住友林業山瀬試験地ではこの説を裏響きするかのよう

'に樹群間には他の種の侵入を許さず，群と群との間にあ

る雑草木との競争のために植栽木が消失した形跡が見ら

れないが，単植の場合には相互助け合いを欠いた結果雑

草木の被圧のための消失や成長減退の跡が見られる。

c)林木の成長

幼令から成林に至るまでの経過は，九大波野試験林の

今後を見守るほかはなv,が，住友山瀬試験林の現況から

推せば成長量，形質ともに巣植造林が勝るとも劣ること

はないであろうと思われる。すなわち巣植区の最大木も

1巣当たりの平均単木材積の最大なものも，ともに単植

区の中の最大木よりも大きいことは注目に値する事実で

ある。樹群の内側での自然落枝，外側での生枝の下方ま

での着生は木材とした場合の死節の欠点を防ぎうる点で

有利である。

d)撫育上の得失

(1)地捲伐採跡地では末木・枝条の全面取片づけを要

せず，原野，ササ生地などでは坪刈法でまにあうので経

･賛・労力の節減となる。、

(2)補植巣植によれば，50％程度の枯損まではほとん

ど補植を要しない。

(3)下刈手刈りの場合にも功程が上がり，機鋼上や薬

剤枯殺にも便利かつ肯葬的である。

(4j除間伐必要度が低い。しかし収入間伐の面では不

利であるから，奥地造林に限定すべきであろう。ただし

巣単位の間伐は可能である。

(5)地力維持巣間に雑草木を成立しうるので，地力維

持，忌地回避の点で有利である。

今後の課題

巣植造林はまだ実例が乏しいので，成長量をはじめ得

失の点でも確実にいえないことが多く，将来の研究にま

つところが少なくない。しかし，たとえ1例ではあって

も29年生の森林をもっており，その結果が幸に良好であ

るので，省力育林の一法として大いに考慮の余地あるも

‘のと認められる。

いま．巣植造林の今後の課題として考えられることを

二，三あげてみると，次のようなものがある。

1．1巣あたりの適正本数と適正巣間距離の決定。

樹種，品種，立地条件，生産目標，保育経饗，地利な

どの諸要因によって変わるであろうが，それらの要因を

ふまえての研究が必要であろう。'

2．多雪地帯，風衝地への適用効果。

樹群織成によって，被害をどの程度軽減しうるかを試

鱈みる必要がある。

3．直挿による塊状密集造林の可能性嘩挿造林)。

省力造林という点で，九州地方その他の挿木地域での

試験研究が望ましい。

4．試験林の設定について。

試験林設定の際には,周囲の林木の影響を考慮して，
普通林の影靭の及ばないように区域を定むくきである。

住友山瀬の現地では，巣植区の中央の巣ほど成長がよ

く，周辺の巣には明らかに周囲の単植林の影響によって

成長を阻害されているものが見受けられた。

おわりに

九大の巣植試験林はまだ4年生で，ここではハツキリ

した結果ば見られないが，住友材薬の宮崎県山瀕試験林

はすでに29年生となっていて，かなり面白い結果が見ら

れた。

しかし，これとても唯一カ所であり，しかもきわめて

小面溌に過ぎないので，この結果だけを大きく振り回わ

す訳にはむろんいかないが，省力造林という点でIま大い

に考慮の価値があると信ずるのでこれまでの知見と合わ

せて調査結果の大要を述べてご参考に供し，今後の研究

のいとぐちとした次第である。その要点をかいつまんで

いえば，巣植は労費の点で従来の1本植に勝っているよ

うであり，成長趾も勝るとも劣らず，林木の形質も悪く

なく，地力維持にも効果があるようである。しかし間伐

で早く収入をあげることには不向きなので奥地の造林に

適するであろう｡挿木の技術が進んでおり,また挿木に適

した品種をもっている地方では，直挿による巣植を行な

えば一層労鋤が省けるに違いない。また多雪地帯や風衝

地にも適した造林法といえるのではあるまいか。これら

のことについて,今後大し､に研究を進めたいものである。

なお，巣植の1巣内での適正立木本数，株間や巣間の

適正距離についても，いろいろの条件下での今後の研究
が望まれる。
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スギの耐寒性品種育成，ことに選出について
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岸善一

まえがき

スギの耐鯉性品種の育成に当たって重要なことは，寒

さに強いということと同時に，病虫害，乾害などにも強

くて,成長,材質ともにすぐれていることであって，いわ

ば耐乾性に耐寒性が加わったものと見るべきであろう。
しかしながら，耐寒性は0.C以下の低温を主としていて

0.C以上の場合には風引きなどのことばでよばれていて

別に取り扱われているので，そのような性質の品種の育

成に当たっては,0°C以下の低温にあうことが重要なこ

ととなってくる。植物に与える低温処理の方法には自然

と人為の2法があり，天然更新，人工更新地，苗畑など

の自然還境にもとづく場合が前者に属し，一定の施設を

用いて低温処理を行なう場合が後者に属する。耐寒性品

種の育成の研究には，まず低温処理と低温に対する個体

の生理条件と低温に関連ある種々 の要因の低温との関係

などから研究を行なっているが，この研究は着手後まだ

日が浅いので盗料が少なく，まだ新しい技術の獲得にま

でいたっていないが，この問題のように，間口が広くて

長期を要するものには，やり易いところから改良を讃み

重ねていって，漸次全体の水準を高めていくことが重要

なことと考えられるので，その場合の参考になればと考

えて，現段階での結果をまとめてみることとした。

A人為低温による選択

まず，簡単な方法として一定の低温を利用することで

あるが,それを選択に用いる場合には処理の温度,時間，

方法，時期などを明らかにする必要がある。低温に対す

る抵抗力は品種のほかに発育過程，環境などによって遮

い，材料によってば器官の一部だけしか用いられない場

合もあるので，そのような種々の条件を考えて冷蔵庫な

どを用いて低温処理を行なう場合の事項を述べることと

する。

1．幼い切枝を用いた場合

1月中旬に同条件下で養成した5年生の親木の3年生

の軸の部分の5年生鐸の似た形態のものを2年生の部

分からバケツの水の中で切りとり，切り口を脚旨綿でつ

つんで水のない250ccのフラスコに1本づつさして，

-19｡Cの低温室内に20分から5時間までの間を20分お

きの15種の処理の種類を設けてあてた後に，これを室外

にとり出して脱脂綱をとり各フラスコに水を加えて潜水

著者：林業試験場育種第二室長

培稚の形をとって20。内外の部屋の日かげのところに溶

いて蒸散量と葉の色調，幹，葉芽などの各部分の傷み，

吸水量，生体増量などを調べたところ，1年生の梢頭部

の葉は1時間で凍るが，低部と2年生のものは4時間で

致死の状態になることを認めた。また，低温による被害

は梢頭付近の最もおそく発達した葉が最も弱くてその部

分は変色によって直ちに見分けができるが，それ以下の

ものや枝では外から見て被害を区別することができず，

生体重量，蒸散量の増減によってやや判定しうることを・

知った。

そこでつぎにこのような切校を用いて性質の知られて

いる九州のスギのさしき品種を用い，両者の関係を見た・

ところ，野外調査の場合とかなり似た結果を認めた。そ

れはまた，各品種の低温に基づく造林限界点とも似た椿

果を示しているので，この切枝を用いての耐寒性の判定

もかなり有効なことを知ることができよう。しかしなが・

ら切枝の採取には条件を揃えて比較することと，生理，

形態的性質ともあわせみることが重要である。

2．幼齢根づき苗の低温処理

切枝による結果で耐寒性を表示するには自から限度が．

ある。ことに厳冬期に生ずる全面枯死，全面胴枯，片蠅

胴枯などの被害は地上部のみならず，幹の褐色せん皮の、

じんぴ部の組織を破壊することによって生じており，ま

た根の組織を破壊させる被害条件も違うので，根つき群

を用いてそのような状態を再現させて観察することが重

要である｡そこで,浅川で難成した種々 の産地の2年生の‘

苗を土壌をつめた箱に植栽して-15｡Cに1～5時間曝

してとり出し，土の氷がとけてから苗を掘りとって苗畑i

に植えておき，2週間後に枯損状態を調べ，さらに秋に

成長の終止した頃に生育状態と枯損の状態を見たところ

かなり明らかな相違が認められたが，その結果を慨記す

れば，冷温室から取り出した直後には生死の別はあまり・

明らかでなく，2週間後には針葉のみが枯死したのもか≦

なり多く見られて，ことに魚梁瀬，宮崎天城，屋久島

などの暖地産のものは1～2時間で多くの枯死を認めた

が，合川，諺沢などの寒地産のものは4時間後に，中間．

の位置にある樫倉，奈良，千葉産のものは中間を示し

た。

つぎに，この実験材料を用いて健全木と被濟木との苗一

の形態を観察しつつあるが，野外の低温処理実験の結暴
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h)健全木の冬期の葉色の赤色から黄緑の範囲の幅は被

害木よりもややせまく緑に傾むいていた。その健全木

の中で長時間の低温に耐えたも“明かるい彩度の高
い赤に近いものにみられた。

スギの耐寒性の形態については霜柱による倒伏，また

は土壌の凍結に基づく切断，凍死などに重要な関係のあ

る根のほかに最も弱し､幼軸の針葉と枝葉，最低温度にさ

らされる機会の多い地際の部分の靱皮部の発達状態が重

視されるべきである。‘そこで，それらの部分の内部組織

を見れば選択材料の良否を理解することができる。この

ような意味から，前の方法でえられた選択材料の1，2

について葉,枝葉,軸の組織をみたところつぎの通りの

結果逢えている。

(a)針葉

針葉の長さはほぼ中位を示して，葉の細り度は少な

く，先端は鈍く尖っていた。外側面の凹みは少なく(124

％）内側面は強く，気孔は表に1cm当り25．3列，裏

に26．8列の割にあって，1視野内には28コ（600倍）

がみられた。気孔は葉の先端からやや後のところまで

発達しており，その先端は厚い膜の厚談皮で被われて

いる。気孔の幅は広く，口辺，副細胞ともによく発達し

ており，夏冬ともには葉緑泣が多いことが見られた。

表皮細胞は厚く大きくて，その上面の上表の部分は強

くクチクラ化しており，下面の皮下厚膜細胞もよく発達

していて，まれに2層の場合を認める。また，その内層

の敷石様組織もよく発達していて細胞間隙が少なく膜は

厚く，短矩形である。その内側には長矩形の柔細胞が発

達していて，夏季にはその内層まで多くの葉緑粒を含ん

でいる。

中心部の位腫は下端から47.3％，鋤旨孔は57.8影のと

ころにあり，樹脂孔の大きさはやや大きくて，その周辺

をやや不規則な大きさの15～17コのやや膜厚の細胞で囲

まれている。

中心部の木質部と靱皮部とを囲む移入組織の外側の膜

の厚い大きな細胞は15～18コで一般のものよりも多く大

きい。内部の木質，靱皮部の木質細胞の列は2～4列多

くて（9～13列)，かなりよく木質の発達したものと認

められた。

(b)"･%

ある校内の針葉の形の変化，すなわち枝葉の形態を軸

の長さを'0等分した区分位別にみれば，ろ～6区分位の

ところが大きく，その前後が小さい漸増減型を示し，曲

りと角度もほぼそれと似た傾向を認めたが，角度はやや

上位，すなわち7区分位のところで最大を示した。

小針葉のしめる部分はきわめて小さく，成長終止時期

と似た傾向を認めた。このように，両者の間に似たもの

が選出されていることは低温処理による効果の現われ方

が形態によって共通していることをうかがいうる材料と

もみることができよう。

B苗畑における人為自然低温処理

低温処理を行なう設備のない場合の低温による選抜方

法は野外の最低温度に降下する時期をとらえで個体の全

体を低温にさらす方法がある。2月の厳寒時の頃の晴天

続きの日を選んで，本場の日光のよくあたる苗畑内で列

"4m間隔で東西長く杭を打って高さ25cm位のところ

に横木を結びつけて，浅川苗畑で饗成した棚倉,水窪，

谷川，飯山，奈良，千葉，鯵ヶ沢，魚梁瀬，宮崎，天

城屋久島の各産地の2年生1回床替苗を1本にならべ

て根と2年軸の下部とはムシロで二重に被っておき，’2

時間毎に致死，または仮死の状態となっているものを取

り出して上から水をかけて活き返えらいようなものを枯

損木とし，明らかに生存しているものを健全木として両

者の間の形態を調べて比較したところ，暖地産のものが

枯損蛍が早くあらわれて寒地産のものが遅く少ない結果

をえた。さらに，耐寒性と関係があると考えられる形質

についてみたところ，つぎの通りの結果がえられた。

a)健全木の樹高は中位のものが多く，被害木は低いも

のから高いものの間に広がりが大きい。地際直径もほ

ぽ同様の傾向を示した。また健全木は樹高の割に地際

直径の大きいものが多い傾向を認めた。健全木のうち

長時間低温に耐えたものは短時間耐えたより中位に近

いものが多くみられた。

'b)健全木のT/R率は低いものが多く，長時間の低温に

耐えたものは短時間耐えたものよりもやや低かった。

c)健全木の樹高は中位で，弘年の比が1よりわずかに

大きいものが多く，その中で長時間低温に耐えたもの

は短時間のものよりもやや小さかった。

d)健全木の枝数は中位と密の2群があり，長い時間低

温に耐えたものほど中位のものが多かった。

e)健全木の主枝の枝径はやや大きいものが多く，枝角

は中位と大との群があって，さらに健全木のうち長時

間の低温に耐えたものほど大きい傾向がえられた。

f)健全木は側枝が小さく，分妓数は中位と小数の2群

とがあった，健全木のうち長時間の低温に耐えたもの

は短時間のものに比べて数の少ないものが多かった。

g)'健全木の葉の厚みは肉厚で，角度は中位とせまいも

のとがあり，しかも中位のものは曲りが少なく，せま

いものは曲りがかなり強い。この健全木の中で長時間

の低温に耐えられたものは肉厚で角度がせまく，曲り

・も少ないものが多い傾向を認めた。

~

《
」
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C自然低温による選択

自然の低温にさらされた場合の結果としては，まず高

寒冷地の天然林，同人工造林地，新植地，苗畑などがあ

り，選抜方法としては，そのプラス木を利用する場合と

糖英樹選択の方法と被害地からの残存木を利用する方法

とがある。そこで，それらの場合の結果について各項別

にのべることとする。

1．天然生林からの自然選択

林地からの自然選択は昭和29年に元林業試験場勤務の

千葉茂技官によって行なわれており，各地の現適試験材

料として全国の鋤固所に試植されたが，わずかに岩手県

林試のものが現存しているにすぎない。そこで，その結

果を用いてみるとしよう。

まず，寒冷地の天然生林のプラス木からえたタネを寒

害の生じやすい苗畑に播種してえた播種苗と，その床替

苗と，造林地に植栽した1年生の造林木との悪害の被害

量をみればいずれも暖地産のものは寒地産のものに比較

して高い結果を認めている。つぎに，天然生林のものの

エリートとプラス林分のものの比較を行なったところ，

プラス林分のものの播種苗は57影，床替苗は26～69％で

あるのにエリートからえられた,床替苗ば71～100影であ

が早し､結果をえた窪

枝軸の上，下，左右とに分けて葉畏をみたところ，上

位のものがほぼ10影短かく，角度も曲りもせまかった。

主枝の鋤岐習性を主枝軸を5等分した区分位別にみれ

ば第1側枝が3区分位のところで2本，4，5区分位の
ところでも2本で梢頭にいくにしたがって漸増する傾向

はかなり少なし､ものとみられた°

主枝の枝径は大きいが，側枝の枝径はきわめて小さ

く，長さも1cm以下で短かく，翌年には梢頭のものを除

いてはのびが少なく，消滅の性質をもつものと認めた。

熱
田
灘一

ー

耐寒個体（遠野健6）×75

aオビアカ

被害木（マス沢4）

写真1耐寒個体と被害木の2年生の軸と1年生の

木部と靱皮部の比較

芽の大きさは総頭…が職も大営<4.0霊祷蛎
(mm単位）それより下位の枝にしたがって小さくなる

が，その減少傾向はかなり弱かった。

(c)軸の組織

一

2年生主枝の軸を用いて内部組織をみたところ，靱

皮，表皮などがよく発達して木化もすすんでいる。

以上の結果からも，耐寒性はある1個の形態によって

表示されるものでなく，多くの要因の組合わせによって

表わされることが明らかである。

人為低温処理によってえられた材料は耐寒性と関係の

深い関連因子をも含めた検定を行ない．その結果がすぐ

れているときに，はじめて利用価値が生まれてくるので

あ る。，

b遠野健61鬼.麓…蕊，刺

写真2岩手県林試内オピアカ遠野健6との葉の組

織（外側角陶のちがい

ってエリートがかなり弱い結果をえた。つぎにまた種々

のプラス林分からのさしき苗を用いた場合の結果逆みれ

ば，まえの両場合よりもはるかに低い結果がえられてv、

る。それとほぼ同様の結果が遠野営林署内のものでも見

られている。これは，実生とさしき苗との形質の差によ
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って生じている結果とも考えられるが，他の資料から遺

伝的なものが強く支配されていることが考えられるよう

である。特殊な形質を目標としたプラス林分からの選択

の効果はエリートよりも高いことが認められよう。

2．造林地からの選択

つぎに寒冷造林地からのプラス木とエリートの選択の

場合がある。これもタネとさしきの場合があって老齢木

に近いものほど天然林からの場合と似た結果がえられ，

幼齢木ほど，苗畑の人為低温処理の場合に接近した結果

がえられるものとされよう。しかも耐寒性の強さの幅は

2～5年の幼齢時代のものほど大きいので，その幼齢時

代のものが最も重要である。昭和26年秋から同27年春の

期間の低温によって寒害を被った岩手県遠野署内付馬牛

国有林1220林班のと綾織村上綾織国有林1,076林の被害

率99影の造林地から一部被害木と全く被害を認めないも

のとを選んで春にさし穂を採取してさしつけてその後の

寒害と成長および樹形とを調べたところ，被害木の中に

はその後も梢頭または幹の下部に被害を生じて枯死した

ものから一部の被害跡を残して回復しているものがあ

り，また無被害の中には引き続き被害をうけない健全な

ものと梢頭などに部分的に被害をうけているものとが認

められた。そこで,各個体ごとに枝葉,針葉などの形態
を調べたところ前述の人為低温の選択の場合と似た結果

がえられて，この結果からも耐寒性に強い形態が存する

ことが現解されよう。

(c)寒冷の幼齢造林被害地調査の利用

スギの両寒性品種の育成に当たっては被害環境を知る

ことが最も重要であって，そのためには被害の実態調査

が最も重要であり，しかも，害の深さを知って個体また

は系統別の深さを知り，その深さに耐える品種を育成す

ることが重要である。成長量と耐寒性とが逆相関を示す

場合には詳しく害徴を捕えて被害環境の分析を行ない，

経済的にも最もすぐれた品種を選択することが必要であ

る。そのためにも概況調査が必要であって，それに好ま

しい要領を表示したが，その場合に最も重要なことは被

害の分類と低温の把握であって，東霜害，寒風乾害,単

連年害,1，2次被害などが区別できれば被害後の対策を

たてるにも，またその地域に最適の品種を育成するにも

きわめて有利である。最寄観測所の被害の時期と低温な

どを現地調査の前に調べておいて現地にのぞめばほぼ被

害の区別が容易となるものと考えられる。

各個体の耐率性の強さは被害当時に獲得されていた耐

凍性であるので，その強さの表示方法には各被害を再現

させる低温とその場合の体内の条件を表わす浸透圧など

とがあるが，この場合も詳しく見れば秋から被害を生じ

たその時期までの低温の積算効果によるものであって，

各被害地の寒冷指数を算出してその品種の寒害量と成長

麓との関係を求め，さらにその品種の限界点の指数を算

出することによって利用限界が決定されよう。そのよう

な場合に既知のクローンなどが植栽されていれば，一層

詳しくその限界点を確認することができるわけである。

吉良竜夫は寒冷指数を樹種の分布限界に利用している

が，著者は九州のスギのさしき品種の植栽最適地とその、

経済的限界地の範囲を定めるために寒冷指数を用いて，

林齢20～45年生の林分平均材積成長量と樹齢20年の場合

の平均樹高成長量との間の関係を見たところ，各品種と

もにある最適値界として両側に漸減状態を示して，指数

の小さい方よ勵大きい方に向って勾配が強く，それは品

種間に相違があることが認められた。そこで，成長量が

最適値の苑の量に減じた場合の値をほぼ経済的限界地の

指数と考えて，それを求めて見たところ，材穣ではアオ

スギ，アヤスギ，ヤブクグリ，ホンスギ，メアサの順位

が得られており，その順位は前に述べた種々の選択要領

に基づいてえた結果と似てはいるが，一致した結果はえ

られなかった。これは，端的にいえば両者の対寒性の深

さが遮っていて，この場合は成長量の増大要因をも含め’

ているからであろう。そこで，耐害性の判定には寒害地

を好象としての被害木をも含めた単位当りの材積成長量

を求め，さらに，さきに示した概況調査による資料によ

って低温要素を明らかにして前と同様の手続をとって観

察を行なって見れば，その結果は一層個体選出の結果に

近いものがえられることであろう。

まとめ

耐寒性品種の選抜方法は耐寒|生質がきわめて多岐多様

にわたっていて，複雑であるが選択クローン，またはク

ローンに近い複合品種が選択育種の実験に大きく役立た

されているように，クローン，またはクローンに近い複

合品種を用いて耐頚生の機織を解析すると同時に寒害被

害地からの材料を集めて寒冷地帯の低温地形の解析と品

種別の寒冷係数などを求めて，経済的にもすぐれた品種

の選択に意を注ぐべきであって，そのためには既成品種

相互間の交配の他に精英樹，または種盈の特殊形質のも

のとの受配によって改良をすすめる他に種々の方法によ

ってえられた突然変異体の利用をも考えねばならない。

さらに，また，耐寒性品種の育成の最終目標は，特殊地

帯を対象とした適地選定表が完成するような遠い地味な

ものにおいて1歩1歩と基礎をきづきながらその最終目

標に到達するようにすすめていくことであって，行ない

やすい方法で行ないやすいところから進めていくことが

近路であろう。

－12－
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スギ林における、みぞくされ、の罹病状況

とカミキリムシ類の加害の調査例

飯村武

1～3条程度のみぞは認められるが，患部の範囲もせま

く，比較的凹凸のはなはだしくない状態のもの，後者は

前者以外のもので患部がいわゆるほれがらみ状になって

凹凸のはなはだしい状態を呈しているものである。また

みかけ上,推状の認められないものは健全木として扱っ
た。被害木とは一つでもカミキリムシ類の脱出孔の認め

られたものである。

3，しらべた結果および考察

（1）罹病の状況

第5項の区分にしたがって，調査木を重症，軽症，健

全にまとめた結果は第1表に示したが，重症木が師％を

示し，軽症木も含めると罹病木は77％も占めているの

で，かなりひどい罹病林ということができる。重症木の

うちで最もひどいものは1.0～1.3m位の範囲が，し､わゆ

るはなはだしいほれがらみ状になつっておかされてい

て,このような木が罹病木のうちの約15形も占めていた。

みぞくされ病の原因はすでにあきらかにされている。

この林は現在16年生であるから，終戦後直ちに植えられ

たものである。生産者対造林者の間における苗木のとり

ひきについて，その当時の模様を他の生産者から聞きと

る機会を得たが，あきらかに赤枯病の罹病苗であった

し，造林者の無知に加えて生産者も罹病苗という事情を

参酌したらしく，普通の値段の約半値で販売したとのこ

とであった。この林は、赤枯病の罹病苗は山出しても不

治である、ということを証明した最も顕著な一例を示し

たことになる。

（2）罹病の程度と生長の状況

前記の区分にしたがって樹高成長と直径成長の状況の

結果を第1表および第2表にとりまとめてみた。

平均的にみた場合は，罹病木は健全木に比較して成長

がおとっているというようなことはない。むしろ軽症木

においては健全木よりも幾分まさっているような傾向が

ある｡またバラツキの点からこの5者を比較してみると，

軽症，健全，重症の順になって軽症木のバラツキが一番

小さい。この原因は罹病の軽い段階では，むしろ樹木の

細胞分裂を刺激して成長を促進するハタラキがあるので

はないかというようにも考えられるが，この点はそのみ

ちの研究にまつこととしよう。ただ重症木群では平均的

には他の2者とほぼ等しいが，バラツキが大きい。現に

樹満階4.0m以下，胸高直径階5cm以下のものはすでに

はじめに

筆者ばこの誌の第213号で、赤枯病からみぞくされ病

へ~と題して記述したことがあった。そしてそのとき

、造林は最初が大切だ、ということをこの例で味わい，

林業では地味なようだが，、赤枯病からみぞくされ病

へ、のような事例に対する考えと，それによってたつ対

策が，いまの私達に与えられた森林保護の大切な仕事の

一つであることを強調した。それから5年を経過した今

日，そのうちの一つである高座郡座間町小松原の林に再

びお目にかか.った°

私の瀧意をひいたのは，遠望してすぐ葉が黄褐色に変

色した枯死木がみられたことであった。私は早速にi海E

木を検索したが，樹幹に多くの脱出孔を認めることがで

きた。枯死にみちびいた直接の原因はカミキリムシ類，

その誘因は、みぞくされ病、そして遠因は赤枯病とさか

のぼることになるであろうか。賓料のとぼしいきらいは

ないでもないが，一応これからの民有林の造林指導のふ

みだいにするため，あれから3年を経過したこの林の再

携討を行ない，簡単な計数的把握も試みて実態を誌暴し

ながら，森林社会の仕組に対する森林保護の立場もあわ

せて反省してみることにした。

1．しらべた林

場所：神奈川県高座郡座間町小松原

面積：南北にやや長い矩形を呈し，20アール

樹令：16年生

立木密度：60本（アール当り）

なおこの地域は一般に平坦で，土壌は軽議な乾燥しや

すい火山灰土である。またこの林の周囲は西および南側

は畑地がひろがり，北または東側はマツ林およびマツ，

スギ，サワラの混交林に接続している。

、2，しらべ方

調査は1962年4月15日に行なった。まずこの林からラ

ンダムに84本の調査木聴本）を描出して毎木調査を行

なった。調査は胸高直径および樹高を測定し，あわせて

罹病の程度（みぞくされ症状の進行程度）および脱出孔

の有無を確認すると同時に，可能な限り剥皮､して害虫

（カミキリムシ類）の採集を行なった。樹高は目測によ

った。胸高直径は患部をなるべくさけるようにしてI促

した。罹病の程度は軽症および重症に区分した。前者は

へ

《
］

筆者：神奈川県庁林務課
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飯村：スギ林における、みぞくされ、の罹病状況とカミキリムシ類の加害の調査例

第1表罹病の程度別樹高成長の状況 であろうから，カミキ

リムシ類の材部への穿孔

に容易にその機会を与え

なし､働きをすると考えら

れている。これに対して

生理変調をきたしている

老衰樹や被圧木などでは

容易に穿孔に成功する機

会にめぐまれることにな

艤灘鼻a514｡|451aOlaSlaOlal7pl7518.018.51901計
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2．信頼係数は95％

被圧木となっており，その率は特に高いというほどのも

のではないが，、みぞくされ病、に原因ずる枯死木のみ

られているのが特徴になっている。

（3）羅読の程度とカミキリムシ類の寄主選択

だれでもすぐ目につく柚死した立木について検索して

みると，樹幹の地上1m位までの高さの範囲に，長径4

~6mm位の楕円形の孔が認められる。描出した標本木

のなかにも4本の枯死木が含まれており，これらの木で

は'0～'0数孔が数えられたほどであった。さらに生存を

続けている立木について検索してみると同様の孔が各所

に目立ち，こまかく噛みくだかれた木くずのかたまりが

樹体外におし出されているものもあった。あきらかにカ

ミキリムシ類力珈害していることは容易にわかる。

それではカミキリムシ類はどのような木に好んで寄生

第2表罹病の程度別胸高直径成長の状況

L

され病ｵ＼もその例外で

はない。第3表にも示したように健全木は現在まだ加害

の対象となっていないが，この間の事情のうらづけとみ

られる。

調査したこの林では，いわゆる＼みぞくされ病木、が

全体の77％も占めている。本病は病理的にもすでにあき

らかにされているように，その症状は患部の枝が枯れ，

幹の材部へとその蒔朽がひろまってゆく。患部ではゆ合

組織の形成もみられるが，とくに重症木ではその部分は

樹皮も脱落の状態で分裂縦職を欠くことが多いから，カ

ミキリムシ類はこの患部を足場にして容易に穿孔に成功

することができよう。いいかえれば調査したこの林は，

虫の側からみれば繁殖には全く開放的で，都合のよい場

一

第3表罹病の程度別本数総成およびカミキリ

ムシによる被害木の頻度

’重症|軽症|健全
罹病

｜
副
認
加

計

|仲1 区分

識査した本数(A)

カミキリムシによ

る被害木本数(B)
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■
■
５

面
琴
閲 2

を提供していることになる。そして伐採した10数本の根

株が残っているが，これはおそらく穿孔加害にとどめを

刺されてｵ妙Eした木であろうと推察されるから，現在枯

れたままたっている木を合わせると，すでに22～2ろ本が

このために枯れた勘定になる。

この林の、みぞくされ病、の状況，そしてこれに伴う

カミキリムシ類の加害の進行の現況は以上のとおりであ

るが，森榊蒋護の立場からみたとき，この林は今後どの

ような経過をたどることが予測されるであろうか。私達

はつねにこれらの事例から多くのことを学んでおくよう

に心がけ，枝術体系の築債に努めて，その判断力をゆた

かにしてゆかなければならない。（57.6.26寄纐

b

（備考）信懸砺数は95影

してし､るのか。いいかえれば重症木,i隆症木，個逢木を

もって構成しているこの林ではこのろ者をどのような順

位で選択しているのか，ということになるが，この間の

関係を罹病の程度と結びつけてとりまとめてみたのが第

5表である。結果は重症木に集中的に加害していること

があきらかとなった。そして軽症木でもまだ低い率では

ある力珈害の対象となっていることもわかった。

だから加害を防ぐには健全な林木を仕立てることが大

切だといわれている。その理論的根拠は，健全な木では

水分生理も円滑で，これにともなう樹脂生産力にも富む
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トウチクSf7306""z6"s"Zboお舵MM"oの

基部桿周により上部各桿周を予察する近似式
一・●－－，．－①◆一・③｡－◆一・③－÷砂一参●･一◆一◆e･･･●一一●～÷●◆一。｡｡◆●･一等令一

田籠伊三雄

.l私の家の裏に，古くから「I､ウチク」の叢があり，

あまり繁茂しすぎたので，先日人を雇って，約3分の2

ほど伐り去り，その除伐した「トウチク」120本につい

て，稗の埜部と，その点より1m間隔に「しるし」をつ

け，それらの各点の稗周を覗碇したところ，基部の稗周

と，上部各稗周との間に相関関係があり，なお，よく見

第1表実測値と近似式より算出した数値の対照表

ていると，近似方程式が成立するのがわかりました。

2次に，その近似式について，説明いたします。まず

その式を椛成する因子は，2個あり，その第1は，基部

の稗周で，これを「a」とし，次に，稗の1mごとの基

部からの長さで，これを「x」と種きます。もちろん，

1mごとの各部の桿周は，「y」としますと，次のよう

な近似方程式が成立します。

j'='-("+*(注)誤差の限界±｡2c]･単位cm
「グラフ」に図示すると，直線となる。

ろ上式で，もっとも標準的な数本について，その実測

値と，近似式により算出した数値とを，表および「グラ

フ」にて表示してみます。（第1表，第2表参照）

この表で判明するように，稗の中央部より下方嘩部

の方）の誤差は少ないが，上部熊部の方）のそれは，

下方に比較して多く，また120本の内誤差が，±0.2cm

のものが45本，まったく誤差のなし､ものが8本，残り67

本は，±0.1cmの誤差であります。（昭57.5調査）

第2表，=α(雛-やのグﾗﾌ
駐）×点は実捌順
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早期育成林業についての疑問

四手井綱英

早期育成林業に同じ生産をあげるに要する時間をでき

るだけきりつめようとしてし､ると解釈して話を進めよう

生産期間の短縮はすべての産業の共通した望みではあ

るが，ここで問題になるのは「同じだけの生画という

ことである。この場合，一定面積からの収穫量を同一あ

るいはそれ以上にして，その収穫期間を短縮しようとす

る場合と，単木の平均の太さを同一にして，その太さに

なるまでの期間を短縮しようとする場合が考えられる。

単木の生長と林分生長とは同時に達成できないことはわ

たくしがすでにたびたび述べてきたところで，林分収穫

をできるだけ増せば平均単木の太りは小となり，単木を

できるだけ早く太らせると林分収穫は減少するのである

林分閉鎖条件下で行なう森林造成では，この目標のお

き方により施業が変わってくる。現在の早期育成を主張

,する人はそのいずれに目標をおいているのであろうか。

次に人工造林では植林当初の立木密度には一定の制限

があり，いくら密植といっても当初から完全に閉鎖する

ことはできない。そうすると植栽後閉鎖までの期間は目

的とする植栽木の生育に太陽光線は十分に利用されてい

ないことになる。閉鎖という自然群落の状態に近い形態

を再現して行なう林業生産では太陽光線を同化に十分利

閉することが生産をあげる主目的であるが，早期育成を

すると，この未閉鐵鯏間の比率が長伐期林より著しく大

＝

＝
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となってくる。これは太陽エネルギーの利用効率の低下

を意味し，早期育成林業の繰り返しは長期林業に比べ林

分としての物質生産には不利になってくるに連いない。

林分生産に目標を置いて早期育成をすることはこの点

からいってすこぶる困雌ではなかろうか。

単木の生長を促進することは可龍であるが，林分生長

の促進は早期育成ではきっとむずかしいに違いないとわ

たくしは考えている。

さらに皆伐の頻繁なくり返しが林地の生産力を低下さ

すことを考えあわすと，はたして早期育成で林分生産が

向上するであろうか。

次に伐期の決定は平均生長の最大時期によるのが良い

という一般の主張に従えば早期育成をするためには平均

生長最大時期を早くしてやらねばならない。このために

は地位の向上を考えるか，初期の生長速度の早い施業を

考えてやらねばならない。

この手段として，卿巴，外国樹種の導入がとりあげら

れているが，主に有機物の分解，回転（循還）に依存し

ている森林の造成において唯1，2回の化学肥料の施肥

で地位まで上げられるかどうかに疑問がある。

早生樹種は一般に地位のよい所ではその本質を発揮す

るが，わるい所では駄目である。そうなると今の地位を

どうして人為的に上げてやるかが問題である。長年多大

の人為を加えている農業でも，地位はそう簡単には上げ

られていない。地位は下げやすいが上げにくいものと考

えるのは消極的だろうか。

さらに同一生育期間で一方が他方より早く単木材積的

に大きくなるためには，それだけ各単木が広い面積を占
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搾業技術シンポジウムにおける提出話題

のちがいは直径で30％(約6cm),禰賢で40～60%(90~

125m3)のひらきがある。
、

ようするに伐期を5～10年下げるには20～30影の生産

増加を実現せねばならないが，それを20～25年間にわた

って逐次増加させるとなると年々 の増加率は0.02～1.5

％位と計算されるのである。地位を向上させることや，

年々の増産率を引き上げることは実際には容易な業では

ないが全面的に絶対に不可能であるときめてしまうこと

は技術者として恥ずかしい。難問題を解決していくこと

に努力を捧げるのは技術者の任務であり誇りであって，

ある程度不可能ではないと信ずる。

2，早期育成林業達成への道

第1に現在の優れた林業技術を素直に現地に応じてと

り入れることである。優秀な林業技術も一殻に浸透して

いないために，林地のもつ生産力に相応した施業がとら

れていないで過重な期待をかけたり，過少な生産力しか

上げていない面が多い。そこらに現在よりは生産力を上

げられる可能性の余地が残されていると思う。林業技術

者は謙虚に従来の技術を反省し，新しい技術に対して自

信をもって応用できるよう真剣に努力することである。

第2に現在早期育成林業を達成させる手段として,ff)

林地肥培，（句環在あるものの中から短伐期林業に適する

スギ品種の採用，例林木育種，㈲植栽密度とその後の管

理，耐早生樹種の導入などが考えられているが，唯今の

ところ，既成林分にも直ちに適用できる点と効果の大き

い実例の多い点から第1に林地肥培に大きな期待をかけ

るものである。㈲以下㈱に至る事項もすべて肥培の合理

化によってその実を結ぶことになるのは必然である。林

地肥培の合瑠上は，肥料要素の形態，施肥の方法鰐に

噸靭本数密度と施肥量の組合わせなどが重要な鍵とな

るものと思う。それについて詳しい意見は後刻申し述べ

たい。

むすび

もちろん伐期の短縮は，地力の減退，森林資源の弱体

化の面で全面的に推進すべき策ではないので奥地林や国

有林の大部分は長伐期作業をとるべきであろう。しかし

特に肥沃な林地，小面積山林所有者の余力のある便利の

よし､里山地帯には早期育成林業をとり入れられる可能性

とこれを採用すべき一面の理由があると思う。なお筆者

は中間的な方法として密植へ長伐期作業をかみ合わせた

林業を推奨したし､と思っている。

有していて，より多くの太陽光線を利用しているか，す

なわち葉の趣が多いか，もしくは効率が高く，すなわち

同化率が大で，同じ葉量でも同化量が大きくなるかの何

れかであるが，一般に同一種内の各品種の同化率には大

した大きな差はないようである。施肥した場合でも同化

率はそう大きくはならないようで〃むしろ単木の生長が

良いことは，その木の占有預瀬が大で，より多くの葉を

一本の木の生長に使っている場合の方が多い。精英樹と

して要求されているものが，はたして林分生長にどれだ

けプラスになるだろうか，これも凝間の一つである。

いろいろまだ疑問はつきぬが，紙数の関係でこれ位に

しておこう。林業をわたくしは自然力を十分に発揮させ

て生産しようとしているものと解している。その点で同

じ土地産業でも農業との著しい違いがあるのではなかろ

うか。

1－2レーー.一"－，－－…

早期育成林業

柴田信男

時代の要望の一つとして早期育成林業に深い感心がも

たれるに至っているが，反面伐期の短縮に対しては厳し

い批判や反対の意見があり，これまた傾聴すべき理由が

ある。ただし本日のシンポジウムの趣旨は早期育成林業

についての可否ではなく，いかにしてこれをすすめるか

の討識にあると解し，かつわたくしはここではスギ林業

を中心として話をすすめたい。

1．スギ林業における伐期短縮のめやす

先進林業地の伐期を見ると多くは30～40年の間にあ

り”近時さらに低くなる傾向も見られる。2)次に平均生

長鐙耀多の林令は25～35年を示す地方がかなり多い3〉。

また筆者の試案したところによると，土地純収穫最大の

林齢は，吉野や天竜は25年となり，清澄では30年となっ

た。なおそれら林齢において生産されている材種などの

点から現在の伐期に対しても検討の余地がある。

さて早期育成林業では現在の伐期以下に下げたいので

あろうが，その場合何年位短縮できるかが問題である。

次の理由から5～10年が妥当であろうと考えている。

（1）平均生長量最多の林令は地位1階級ちがうごとに

5～10年のひらきがある。いいかえれば地位を1階級あ

げられるならば平均生長量最多の林齢を5～10年ひき下

げてしかも直径，材積で20％増が期待される鋤。

（2）収穫表を見ると（たとえば岐阜・愛知・紀州地

方）30～35年の林齢で，5年の違いは直径で10～20%

（約3cm),材積で20～30%(40～70m3)であり,10年

一

《
一

■

1）栃木今市(30年)，埼玉西川値0年)，東京青梅侭5

年)，静岡天竜(56～38年)，三重波瀬（40年)，熊本

小口(40年),大分日田(25～40年),宮崎歓肥(40年）

の佐野宗一他（1962）京都府大演習林報告6号
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林業技術シンポジウムにおける提出話題
二

また，たとえば50年のスギ搾業にかえるに10年のアカ

シア，15年のコバノハンノキ材業をもってするというこ

とは，それだけで果して林木育成の早期化といえるのだ

ろうか。それは単に短伐期で収穫可能の猿腫を採用する

というだけのことなのではないだろうか，それ相応の異

なった手法が伴うにしても。

「学問的な解釈も体系もない」ものについてあれこれ

詮索するのはもともと愚かなことなのかもしれないが，

めいめいがそれぞれの勝手な思い付きをもとにして高論

卓説をたたかわしても，プラトンのいうとおり，そこか

らは何も良き成果は得られないのではなかろうか。

わたくしたちは一このことに限らずであるが－－混

乱をさけるためにも，もっと具体的素直に，ただアカシ

ア林業とか，コバハンの造材法とか，また，スギの伐期

短縮に関する捌究とか，林木の生長促進法に関する試験

等というわけにはゆかないものなのだろうか。

なお，早期育成材集が材蒙の農業化をめざすものであ

るとすれば，ことの良し悪しは別としても，それを推進

しようという人々 は，そのこ-とを十分心得ていなければ

ならないはずであるが，その辺はどうであろうか。材諜

には林業の特性があり，農業には農業のそれがあるはず

であり，したがって，それぞれが成立する条件は異なる

と思われるからである。

また早期育成林業に限らず，およそ林業のあり方につ

いて考えるさいには，わたくしたちはまずもって森林と

か林業の本質について切実な思いをいたさなければなら

ないものと思われるが，そのへんのところはどうであろ

うか。

この稿はたいへん舌っ足らずですが，拙著「林業経営

の考え方」東京明文堂)を御参照いただけば多少わかり

がよいかと存じますので念のため申し添えます。

副西川(35年)，吉野(30年)，天漉(35年)，紀州（28

年)，日田(25年)，清澄(55年)，妖肥(65年）

平均生長蛾
濃多の林令

IInlm

同左の林令
の材秋nl3

エlnlm
内地一般

渚澄

吉野

０
０
５

４
５
２

０
０
５

６
６
３

1，160

840

420

975

830

366

816

750

298

50

55

30

1－3 一

早期育成林業についての疑問

松下規矩一

早期育成林業とは何か？ホイ鶏協の小林準一郎さんに

よれば「早期育成林業ということばは学問的な解釈も体

系もない」そうである。しかしそれはどうやら「林業も

艇作物の栽培法に近し､やり方に変えていく」ことを意図

するもののようである｡（曇早期育成材錐逗のはしがきよ

り）とすれば，あっさりいえば，それは林業を艇業化す

るものであるといってよいと思われるが，それでさしつ

かえないだろうか。

早期育成林業と短伐期林業とはどうちがうのか？上

の筆法でいけば，艇業的手法を用いるのが前者であり，

そうでなくて単に伐期の短いのが後者であるということ

になりそうであるが，たとえばケヤキ林業というような

ものがあるとして，その普通の僻胸が200年であるとし

よう，これを単に100年伐期にすれば，それは「ケヤキ

の短伐期旅業」というべきであろう。しかし－艇業的

手法によって－200年の成果を100年でおさめて伐る

というような経営をすれば，それは|~ケヤキの早期育成

搾業」ということになろう。同様に，アカシア林業の普

通伐期が10年であるとすれば，15年のそれは長伐期林業

であり，5年のそれが短伐期または早期育成林業という

ことになり，伐期100年の短期育成休業もあり，15年の

長期育成林業もあるということになるが，その辺の考え

方はどうなっているのであろうか。

日本では50年，60年の伐期が長すぎるとかなんとかい

って騒いでいるが，ドイツ人のだれかが聞いたら，ドン

ナーヴ垂ツタ－1とかなんとかいって目を白黒ではな

い，白青させて肩をすくめるかもしれなし､。同じ日本の

中でも，地域によって，同じ伐期が短伐期であったり，

長伐期であったり，早期育成であったり，長期育成であ

ったりすると思われるが，その辺の考え方はどうなのだ

ろうか。

肉一

Ⅱ－1 一…

小規模山林所有者の経営

「家族経営的林業」の展開方向について

半田良一

いわゆる「家族経営的林業」の構想は，林業基本問題

の答申では所得視点が強くうちだされているとはいえ，

同時に生産力展開の担い手としての役割は大きな期待が

よせられていると考えられよう。ところで林業（言休

業）の生産力といえば，土地生産力と労働生産力との二

つの方向がある。林業では，土地生産力増進のためにな

お大きな努力を傾けねばならないことはいうまでもない

●
一
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材錐技術シンポジウムにおける提出謡逼

が，他方近年の就業機造の変動に影響されて，労働節約

的な技術を開発導入する可能と必劉生もにわかに加わっ

てきた。そして労働節約＝機械化技術の進展は,(a)機

械設備を中核とした経営の組織化をうながすとともに，

(b)技術の導入革新のための経営者の決意について，企

業者的資質をより多く要求することとなろう。

このような見通しに立って，現在育林活動を行ないつ

つあるいくつかのグループについて，今後の生産力の担

い手としての「適樹生」を検託してみたい。

(1)農家林業の育林活動はここ数年来現象的にはきわめ

て盛んである。ただ多くの場合，その契機は艇家の所

得経済の資金的労力的余剰を林木の形で蓄積するとい

う範囲にとどまっており，したがって独立の企業経営

部門として組織化されるめばえは乏しく，その技術導

入に対する態度もがいして追随的（時として投機的）

といえよう。

(2)いわゆる地主的林業の主体を占める在村の「土豪型

地主」は，かって明治，大正期には商人ないし耕地地

主として築いた蓄積を基盤に，土着の小農的育林枝術

をある程度地主経営的に喋約化方向に）再編拡大す

る役割をはたしてきた。ただその後においてかれらの

多くは育林技術開発の方向をみうしない，一部の者は

利潤追求の鋒先を素材生産業や製材業へ転換し，他の

者は単に父祖の蓄穣を墨守する利子取得者に退化して

しまった。戦後の農地改革と木材価絡の上昇は，かえ

ってこの傾向をより顕著にしたように思われる。これ

ら山林地主がいまも育林にかなり関心を向けているこ

とは事実だが，その性向はがいして追随的で，育林部

門を利潤追求の場として菰極的に技術開発役資を行な

うような態度はみられない。

(3)つぎに育林活動の担当者として，パルプ盗本を初め

とする産業賓本が注目される。かられは資本力を背景

にして新枝術の開発にもかなりの意欲を示し，直営に

せよ請負造林形態にせよ，技術の高度化と規格化の担

い手たる賓格をもつといえよう。ただこれは木材の加

エ原料材としての用途の面にかぎられ，加エ度の低い

建築材の分野にまで及ぶことはあるまい。ここに担い

手としての限界がみられる。

以上，各グループの企業者的資質＝技術開発意欲の所

在をさぐってみたわけである。

なお他面からいうと，土地産業としての限界から，育

林業が第二・三次産業の巨大企業のような高い利潤率を

あげることはとうていありえない。また技術が高度化し

林業が「天然物管割の段階を脱して生産過程の管理が

必要になると，かえって地元在住の中小企業所有者が経

営上の優位性を保つようにはならないだろうか。ここに

経営論の立場からみた家族経営的林業の適格性が認めら

れよう。

ここで，かかる経営論的適格性と企業者的費質との調

和が問題になる。その点に関してわれわれは，近年艇家

の動向として作目の専門化を通じて企業的賎業への志向

が高まっていることに着目したい。基本問題答申にいう

家族経営的林業はむしろ農林複合的なタイプに力点がお

かれている。しかし今後の方向としては，青林業を営む

農家ではできるかぎり企業部門としての林業に特化する

ような経営樵造が指向されねばなるまい。いわゆる自立

林家とはこのように位置づけられるべきものと考える。

家族経営という限界はあるにしても，かかる高度化した

股家林業＝自立林家こそ，その企業者的資賀に基づいて

青林業の将来に豊かなビジョンを描き，自律的な林業生

産力発展の担い手たりうるのではなかろうか。

一

Ⅱ－2

岡山県における

小規模山林所有者の林業経営

野沢徳郎

私有林林業経営者の9割余りが保有山林面祇5ha以下

の経営規模であるが，これらの小規模山林所有者の林業

経営の実態を表わした資料はきわめて少ない。ここでは

小規模山林所有者を保有山林面種5ha以下のものと限定

して,岡山県におけるこれら林業経営の実態を分析する

とともに，その経営のあり方を言及してみたい。

1，小規模山林所有者の実態

岡山県における私有林所有階層別所有者数および面讃

は1ha未満のものが戸数にして70.4%,面職にして20.4

％であり,5ha未満のものは戸数にして93.8%,而祇に

して46.7％である。したがって私有林林業を属人的に把

えるならば，そのほとんどはこの階層に属し，これらの

林業経営の推進なくしてはその発展は期待できないとい

っても過言ではあるまい。

小規模山林所有者について考えるとき，まず挫業との

関係が重大である。1960年農林業センサス費料によれ

ば保有山林面積5ha未満の森林所有者の96.4%は艇家で

ある。すなわち小規模山林所有者の林業経営は農家がそ

の対象となり，腱家の行なう林業経営がその大部分であ

る。この事実はこれらの林業経営の性格をある程度規定

すると考えられる。そこで，さらに経営耕地面祇5反～

1町のものが45.5影で最も多くついで1～2町のものが

へ』
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21.4％,ろ～5反のものが18.5％,5反未満のものが14.5

％となっていて，2～5町のものは0.5影にすぎない。

これらの関連から推定されることは，艇林業の複合的

経営の性格をもったものはきわめて少なく（6.6％)，

93.4％のものは保有山林の経営に対する関心の程度の大

小の差はあるにしても，備蓄的性格の林業を行なうか，

農業か家計に従属的な保有山林の利用を行なっていると

考えられる。

2．小規模山林所有者の林業経営

岡山県で昭和53年4月実施した「私有林造林調査結

果」などから，小規模山林所有者の林業経営に対する考

え方を考察すると,.造林の実施状況からは保育山林面稜

の大小による造林意欲の差はとくに認められないが，山

林を保有しながら植林しないで放置しているものについ

ては保育面積が小規模であるがゆえに造林が消極的であ

るものが多し､。また植林の動機についてみると「基本財

産として子孫に残したい」ものが最も多く，「利回りが

よく有利な投資」と考えて植林したものはきわめて少な

い。このことはこれらの林業経営の性格が備蓄的である

ことをよく示している。

つぎに，それでは小規模山林所有者が植林を行なうに

どのような問題点があるだろうか，この点について「労

力がない｣，「労賃が高い」と回答したものが多いが，こ

れは林業以外の腱業などで自家労力を完全燃焼している

か，農林業以外の兼業に従事し植林に対して考慮される

ことが少ないためであろうが，しかし，これらの理由は

また造林の収益|生と相対的な関係にあり，収益性の向上

につれて植林に対する意欲は高まるものと考えられる。

このほか「造林する適地がない」と回答したものが山林

保有面穣1ha未満のもので38%余りもあったが，これは

小面積山林所有者の悩みを単的に示したものであろう。

最後に現在の実態のもとに小規模山林所有者所有山林

経営のあり方につし､て老察すると，

①面積の比較的大きいものは保統的考慮を払いながら

用材林経営を行なう場合。

②所有山林を備蓄目的で用材林経営を行なう場合。

③薪炭原木やしいたけ原木の確保を目的として薪炭林

経営を行なう場合。

④くり，みつまたなどの特殊林産物の栽培を行なう場

合。

⑤牧草栽培あるいはその他の採草を目的として経営す

る場合。

⑥その他，一時的に焼畑など間作を行なったり，果樹

園などに転換して利用する場合がある。

以上のうち，最も一般的な利用のあり方は②または①

であるが，さらにこれを合理的に経営する方法しとて委

託または協業方式により経営することが考えられる。

Ⅱ－3 一 一

小面積森林所有者の経営

本吉瑠璃夫

基本問題調査会の答申には，小面積森林所有者に対す

る基本対策として，これら所有者の経営規模を拡大して

自立できる合理的家族経営を育成するということが掲げ

られている。しかし，この経営規模の拡大は少なくとも

京都府の実体から判断するとたいそう困難なことであろ

う。わたくしは「所有規模は現在のままで」ということ

を前提として，小面積森林所有者の経営の将来の方向を

協業化による土地，労働ならびに資本の生産性の向上に

求めるべきものと考えている。

小面積森林所有者の個別経営の実状とその問題点を，

その協業化の方向に重点をおいてまとめると次のような

ことが挙げられる。

実 状問題点

’

撰嬉雛難
が低い

技術の水準が比較
的低い

｜｜
’

.

’

I

=l専門的労働での能率化

、

、三

作業の協同化,桜鯛上’

専門鰯労跡こよる高腫｜化

機械の導入 ’

繊潔蕊／|協圃による銅垂産
立木処分が大部分、雇同癬扇実Zrである

’

’

財産的備蓄的造成

が大部分である。

農業付随的な生産
方式である

|蕊雛聯識
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このような実状とその問題点から，対策として考えら

れることは，理想としてはこれら所有者の協業経営（所

有と経営の分離）であろう。しかし現状から判断して，

近代的意味における協業経営は容易に成立しうるとは考

えられない。そこで漸進的な形態として，小面稜森林所

有者の小機能集団として，地域的な協業組織体をつくる

ことを考えたい。その規模は，生産材の搬出経路を同じ

くする一団地であって，集材機を導入した場合，採算ベ

ースに乗りうる程度の地域を自然的，社会的条件を考慮

して一団地として定める。この地域内に森林を所有する

小面積森林所有者によって，協業組織体をつくるのであ
る。

各森林所有者は，自家用林（自家用燃料，農業畜産用

下草，落葉採取林，家屋補修用材最少限の備蓄用材柳

と，普通林（販売用素材生産材）とを地区的に分け，自

家用林については，おのおのの股家の実状に応じて独自

の経営を行ない，普通林については協業組織全体の経営

計画に従って経営し，少なくともその素材生産，販売ば

協業組織体に委託し，なお植栽，下刈等の育林事業も，

自家労働では行ない得ない場合には，この組織体に委託
する。

自家用林のみで商品として販売する素材を生産する林

地をもっていないような特に小規模な所有者であって，

自家労働の余剰のある者は，協業組織体に専従する労務

者となって，この組織体が委託を受ける各種作業一一場

合によっては，組織体の協業経営する製炭，穏苗，しい

たけ栽培等の作業一一に従事する。

協業組織体は，各森林所有者の普通林地についての総

合計画を樹立し，協業しうる。また協業することを有利

とする事業を，年間専門的専従労務者職械による伐木，

集運材の技術を有する者）が完全雇傭できるように配分

し，さらに各森林所有者の自家労働によるものもその生

産性を高め得るような生産方式（たとえば分業）に従が

い効果的に実施する。

この協業組織体は前述のとおり地域的につくられ，森

林組合傘下の一単位となり，森林組合，市町村等は，専

門随勝務者の稚成，機械の附入（林業協業促進対策事業

として国庫補助金の対象とする等）融資のあっせん，こ

の場合の利子補給等について菰極的に援助する。

このような協業組織体をつくり，協業によって小面積

森林所有者の経営を改善することが最良の方策ではある

まいか。

111-1
＝

コウモリガ類による被害と

その防除の問題

近藤芳五郎

、1‘コウモリガ科昆虫の概説

わが国でコウモリガ科昆虫として記戦されているのは

7種あるがそのうちコウモリガとキマダラコウモリとが

代表的なものであり，その被害は犬で北海道から九州に

至る日本各地に広く分布する普遍的な害虫である。

この害虫は元来はウサギ，ニワトコ等に害を与える蛾

であるが最近はスギ，ヒノキ等の拡大造林や短伐期施業

による労力の不足，生育の促進を林地肥培で補う等の数

々の林業事情の変遷が見られ，これとともにコウモリガ

類による被害も激増し，その対策はし､ささかもゆるがせ

にできない現状にある。形態の識､については石原，山

本，遠田等の諸氏の記載にゆずることとし，その生態に

ついてのくるとその詳細はまだわかっていないが，大体

2年に1回の発生であり，成虫は8月下旬から10月上旬

にかけて出現し，最盛期は9月中旬で夕蕊に活発に飛び

回る。これを捕殺するには螢光燈では効果少なく，むし

ろ普通の電燈に集まることがある。雌蛾は地面近くを飛

びながら産卵し，5，000～6,000粒程度を抱卵している。

産み落された卵は翌年春まで地上の雑草下に保謹され3

月下旬～4月上旬頃ふ化して幼虫はイタドリ,ギシギシ，

ユリ，ヨモギ等の根株近くに穿入して数カ月間棲息し，

雑草の茎部から脱して適当な樹幹に穿入する。したがっ

てその弊死率は大であり防除の適切な場合はその被害を

未然に防止することができる。

2．被害樹種と還境

コウモリガ類は非常に多犯性でウサギ，ニワトコ以外

にスギ，ヒノキ，カラマツ等の針葉樹やその他多くの広

葉樹を侵害するが，被害地の環境について特色が見い出

される。すなわちコウモリガ科昆虫の被害は手入れのあ

まりいきとどかない雑草，雑木の繁茂地に多く，またク

リその他雑木林の林種転換によるスギ人工林に多発の傾

向がある。さらに傾斜地では谷筋に多く，上方に向うに

したがし､減少の傾向が見られ，このことは谷筋の林木が

生長が速く軟かいことや，雑草木にとりかこまれる程度

の大なることに関係するようである。

3，防除法

コウモリガが気象その他の関係で異常に大発生する危

－22－
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険はあまりないと考えるが，特に大切なことは下刈りの

問題であろう。防除法には各種の方法があり天敵による

防除も今後十分に考えて行くべきであるが，現在のとこ

ろ下刈り除草等によって雑草，雑木等を十分に除き，こ

れに薬剤による防除を併用するのが最良の策であると考

える。この場合下刈りの噸Wと方法を十分に考え，コウ

モリガ類の幼虫の櫻息環境を破壊することに努めねばな

らない。

4，今後の問題点

1）スギの拡大造林を実施するにも限界がある。特に保

護の立場を十分に考慮したスギの適地を選定すべきで

ある。

2）被害樹種がスギ，ヒノキ等に限らず多犯性であるこ

とを銘記し，特にポプラ，ユーカリ等の植謝固所の選

定，管理に注意する。

3）防除の第一歩は林内での附諏の徹底を期することで

あり，そのためには一段とコウモリガ類に対する認識

を深める必要がある。

4）コウモリガ類の加害は漸進的であり一度に大発生す

る事が少ないが，ひとたび被害が拡大すると有用林木

を完全に無価値にする恐ろしい害虫である事を認識す

る。

5）体面の多毛な昆虫ほど薬剤に対する抵抗力が大なの

で，薬剤だけに頼らない防除法を確立すべきである。

IⅡ－2俄一"一"－甥一匁一

スギ林の病害発生と防除に

関する今後の問題について

紺谷修治

近代産業の発展にともない，木材需要は急速に増加

し，そのために拡大造林，短期育成林業などの新しい政

策目標が次々とたてられている。スギ林においてもこの

政策目標のため基礎的，実用的な試験研究力清々 と進め
られているが，ややもするとこの政策目標のため，山林

経営者は立地条件詮十分に検討することなく植林した

り，植栽保育管理が従来の林業的常識を逸脱した方法で

行なわれた場合，そこに気象的な災害や病虫害が発生

し，枯死木を生じたり，用材林として価値のない林木に

なり，それがために経済的に成り立たない森林になって

しまう場合が考えられる。

スギ林に発生する主要な病害を数えると50余種の病害

がある。このうち2～ろを除いては，きわめて病原性の

弱い菌が多い。しかしこれらの菌による被害の鑑定依頼

が私どものところへ来る．件数は非常に多し､。そしてこれ

らの病原菌と被害地との関係を調査検討すると，次の原

因による場合が多い。

1．立地条件がきわめて悪い

イ土壌的に適地適木を間違えた場合

ロ地型的に通風，採光が悪く，空中湿度がきわめて

高い場合

ハ気象的に無理な場所に植栽した場合

2，植栽方法がきわめて悪い

イ深植，浅植，粗放植の場合ロ過密植栽の場合

3，苗畑における育苗管理の悪い苗木を植栽

イ罹病苗木の場合ロ徒長軟弱な苗の場合

4，保育管理の不良

イ下刈不良の場合ロ枝打,間伐,除伐不良の場合

5，付近に罹病スギ林がある

6，台風，雪害，塞害，水害等の天災または人為的な障

害により樹木が著しく衰弱

以上のことが単独の場合はきわめてまれで，多くは2

～3以上の原因が稜み重なって病害が発生していること

が多い。このようにして，一旦林地に発生した病害を防

除することはきわめて困難で，農業のように薬剤による

防除を行なうということは，広大な面稜と，複雑な地型

と環境のため，薬品鍔，人件費のみを考えても，またそ

の結果が緩慢なため，直ちにこれを取り入れることは，

現在の林業形態からして不可能に近いということが，わ

たくし共の現在行なっている試験で知ることができた。

したがってこのような病害は前述したことを十分考慮

し実行すれば未然に防止することができると思われる。

しかしこれらのことは一見簡単なようであるが，これが

また困雑で，結局各地で被害をうけている林分があると

いうのが現実ではなかろうか。

筆者は，このことについて種々 根本的な原因があると

考えるが，次のことがらが考えられる。

1）スギの生理的性質の把握が不十分である場合。

2）スギ林に発生する病害菌の生理，生態的性質および

生活環境探求が十分行なわれていない。

3）林地では被害による経済的損害の推定が困難である

ため，応々 にしてこのことが等閑視されている。

．以上の3点が森林家をして，まちがった安易な考えに

おとしいれ，前述のような病害発生原因をつくり，被害

をこうむるものと考えられる。これが今後における病害

防除の問題であり，研究課題であると考えられる。

筆者らは数年来スギ林に発生する病害の発生環境調査
ならびに黒粒葉枯病について研究を行なっているので，
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これらのことを中心にして話をすすめ，広く林業にたず

さわる方々のご意見を受け賜わりたい。

111-3
一一－一

スギノノ、ダニ

－研究と防除の問題点一

小林富士雄

スギノハダニは，1954年頃から加害面蔽の拡大を始め

時を同じくして,P@z"彪力迩蝿yc""S加刀dOc"siSEHARA

と命名され(江原，1954）’58年にその被害面積は11万ha

に達した。これが契機となり'59年から法定害虫に指定

された。それ以来3年，研究と防除の進め方を整理する

段階に至っていると考え，ここに問題点を列記した。

1，被害分布：被害面積÷造林面積を被害指数と考

え，これを各府県別に検討すると，九州・山陽・近畿＞

その他府県＞東北・中部山岳地帯・山陰の順となり，気

温との密接な関係が知られる。また，大平洋沿岸＞日本

海沿岸という傾向も認められる。このような検討が研究

の解明に有力な手段を提供するかもしれない。

2‘スギノハダニは全国同一種であるか：（略）

3，個体数推定方法の検討：別表は小枝についている

方法｜長所

議灘る密調査が容易
(岩崎，1957）

蒜講鐵|能率的

’短所|鐘すべき

腱鰯欝|蕊鑪幟

謬篠聯|難譽方の標
個人差が多い
卵数の推定が
できない。

顕微鏡視野に比較的個人差簡易調査にむ
よる法少ない。かない。
(小林，1959）各ステージが

分別できる。

襟綴し方法

ダニの推定方法であるが，1本のスギ･林分全体の推定

をするためには，ステージ毎の分布様式・移動分散な

ど，解明すべき多くの問題点を残している。

4，個体数の増減を支配する主因はなにか：スギノハ

ダニは年10世代以上をくりかえし，好適条件下（20～

25｡C,65～70%)では1？30粒内外を産卵するので（藍

野・萩原，1961)，常に高いBioticpotential(増殖能力）

が維持されており，したがっていつでも大発生の危険性

をはらんでいることを忘れてはならない。

1）気象条件：梅雨期・8月の低密度がそれぞれ高

湿・高温によるものという説が多いが，これを裏づける

証明は乏しい。温・湿度と発生との関係に明確な解答を

与える実験と分析が望まれる。筆者らはいろいろなスギ

林の微気象と生息密度との関係を調査し，風．日照の総

和である蒸発量が発生環境の最も良い指標であることを

示唆した（中原・小林，1960)。秋の増殖期に台風のあ

と密度が急激に減少すること（少林，1962）も見逃せな

い。

2）天敵：夏から秋にかけて病原菌が寄生する（藍

野・萩原，1958）ほか，筆者は幼成虫を捕食するテント

ウムシ・クサカゲロウが春から夏にかけて重要な役割を

果していると考えている。

3）栄養条件：スギノハダニは葉緑素の消失に対し敏

感に反応して分散移動する。また，リンゴハダニではN

唾に比例して密度の高くなることが広く知られているの

で，スギ林の林地肥培に伴うダニの被害は恐らく避けら

れないだろう。

5，薬剤防除の問題：数多くの防除試験を検討した結

果，5～7月の発生を未然に防止するためには，越冬卵

からのふ化が完了して夏卵が産下されない時期が防除の

最適期であると考える。年変動が著しいこの時期を正確

に予察するためには，越冬卵の休眠性，ふ化に要する条

件などの基礎的実験が必要である。

越冬卵への機械油乳剤の散布も，採穂園または常発す

る造林地に試みられてよいだろう。

最近，林業方面においても殺ダニ剤が効かなくなった

という現場担当者の声を聞く。一般にダニは年間世代数

が多いので薬剤抵抗性を狸得する機会が多い。この問題

に備えてCutright(1959の提唱したRotationaluse("

作的施用）を試みるのも一法であろう。

苗畑でボルドー液など殺菌剤を単用しているとスギノ

ハダニが増えるので，ボルドー散布の際は，ボルドーと

混用しても効力の減少しない殺ダニ剤（テデオン・サッ

ピランなどの加用が必要となる。

6，そのほか防除上の問題：スギノハダニの多発する

林地は概してスギの不適地であるから，不適地にスギを

植えないことが肝要である。次に，植えたらダニの繁殖

には不適当な環境を作る施業法（ダニの密度が低下する

梅雨期まで下草刈りを遅らせるなど）が考えられよう。

抵抗性品種については，裏日本系スギ＞表日本系スギ

という傾向が一般に認められるが(長谷川，196の，細部

については全国的調査が必要である。抵抗の生ずる機椛

の解明が前提となる。

7‘被害解析の必要性：（噸
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林 業試験研究・中央協議会の概要一

昭和37年度の林業試験研究中央協議は去る12月5日か

ら8日まで専門部会，14月に全体協議会が林業試験場で

開催された。その概要（主として全体会議）を報告し参

考に供したい。

林業試験研究協議会の性格と運営

制錐試験研究協議会は，わが国の林業試験研究の肖鐸

的推進と成果の実用化を促進するには国・都道府県・学

会および産業界各研究機関の総合的協力体制が必要であ

るのでその具体的推進策として昭和34年4月22日付林野

指策2865号「林業試験研究推進体制について」林野庁長

官名をもって都道府県知事あて協力方と依頼したがこの

通牒に基づいて発足したもので今年は第4回目にあたる

この協議会は中央の附錐試験研究中央協議会｣，地

域単位の「林業試験研究ブロック協議会｣，悶喧府県内

連絡協議会jをもって組織され，それぞれの協議会は行

政担当者，試験W暁担当者，学識経験者，民間代表者に

よって織成されている。

協議会の運営は，研究の現状その他の情報を交換し，

研究課題の検討，研究体制の整備等を主たる協議内容と

しているがどうしたら試験研究が能率化され，その成果

をどのように実用化するかに重点がある。したがって協

議会はまず都道府県内連絡協議会から開催され，現地に

おける普及指導の立場からの意見，民間の要望等が試験

研究に-|-分反映されるよう考嘘されている。都道府県内

で解決できない問題や他県との協力を要する課題につい

てはブロック協議へ，ブロックで解決できないものは更

に中央協議会に提案し討議するという手順によって運営

されている。中央協議会においては各プロツクから提案

された課題を林業経営，造林，森林保護特殊林産，林

業機械，木材加工，林産化学，防災の8専門項目に整理

し，専門部会によって研究討議されてきた。このように

林業試験研究協議会はその設置について法的根拠はない

としても実質的には林業試験研究に関する唯一の諮問機

関でもあるといえよう。

全体協議会開催の主旨

林業試験研究協識会も発足以来すでに4年目を迎へ，

軌道に乗りつつある。ブロック協議会においては地域的

問題についてはみずから解決していくという意欲が高ま
り，必要に応じ専門部会を設け実用化のための実態調

筆者：林野庁研究普及課研究班長

西 川徹

査，共同研究の体制をとるなど前向きの姿勢にあること

は喜ばしい。また中央協議会においても応用研究，企業

合理化試験による研究饗の助成措置，基礎研究の促進策

茜図るなどこの間における協議会の果してきた役割には

相当見るべきものがあったことは事実である。

しかしながらこれまでの中央協議会のあり方について

反省の余地はないか。すなわち従来の中央協識会は専門’

部会のみに終り，その協議内容はブロック協談会の提案

事項をどのように整理し指示するか，また応用研究とし

てとりあげる研究項目の選定に重点がおかれていた嫌は

なかったか。最近普及事業の進展に伴って事業との結び

つきが強くなり試験研究に対し産業ないし行政分野から‘

の要請が高まりつつあり，必然的に試験研究の重点も従

来の素材研究から前進して総合的な共同研究ならびに組

立研究が必要となってきた。このような情勢の変化に対

応するため中央協議会の運営をもっと高い次元で，今後

における林業試験研究の重点課題を選択し，これを推進

するための具体策についてもっと掘り下げた協識会が期

待されるわけである。今年度は専門部会の結論を総合調

整しこのような要請にこたえるため始めて全体協議会を

開催することになった。

中央協議会の日程

12月5日10.00～17.00林業部会。防災部会

12月6日〃造林部会・機械部会

12月7日〃経営部会・保謹部会

12月8日〃特産部会

12月14日〃全体協議会

（注＝今年度は木材加工と林産化学を林産部会に統合)，

全体協議会の出席者

学識経験者東京大学名誉教授中村賢太郎

東京農業大学糊受長谷川考三

日本林業枝術協会会長石谷憲男

日本木材加工協会会長斎藤美鴬

日本林学会会長萩原貞夫

農林枝術会議研究参事官今泉吉郎

科学枝術庁科学調査官森尾洋一

林野庁指導部長若江則忠

業務部長若林正武

調査課長斎藤誠三．

林産課長楠正二
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業務課長片山正英

監査課長小田精

計画課長松本守雄

造林保謹課長手束善一

治山課長木村正昭

森林保険課長大沼省三

研究普及課長伊藤清三

研究企画官

林業試験場場長坂口勝美

調査室長橋本与良

経営部長原敬造

造林部長加藤善忠

保護部長藍野裕久

防災部長川口武雄

林産化学部長米沢保正

木材部長小倉武夫

土壌調査部長竹原秀雄

全体協議会における協議経過

全体協議会は前記日程どおり12月14日林業試験場新館

会議室で開催された。指導部長，林業試験場長の挨拶の

のち，研究普及課長より専門部会の経過報告，各部会で

とりあげられた別表の「林業試験における重要課題一覧
、

表」の概要について説明が行なわれた。

重要課題は経営3，造林5，保護3，特殊林産1，機

械2，防災2，林産4，その他1計21項目が提案された。

協議に入る前に機械各部長からそれぞれ試験研究の現状

と問題点について説明があり，質識応答が行なわれた。

協議の過程における主たる意見は次のとおりであり，経

営部門において5項目を追加することに決定した。

①林業経営の近代化を推進するには林業経済の研究を

一つの柱とすべきではないか。林試経営部で林産物価格

ならびに流通機構に関する研究，山利経済犠構等の経済

研究をもっと強化すべきである。

②最近水賢源の問題は国民経済にきわめて重要であ

る。また森林は国民のレクリエイションの場としてます

ます重要性を増しつつある。このような森林の犠能は国

有林に期待される面が多いのでアメリカその他の諸外国

では国有林が蹄勤ﾛの傾向にある。林産物の生産を主体と

した林業経営の研究のみでなく以上のようなアイデアを

とりいれた林業経営の研究をとりあげたらどうか。

③現行の伐期齢は資源保続の立場においてその理論的

根拠をおいているが材稜表，収獲表との関連もあり，企

業的林業の立場からその理論を再検討すべきである。

④木材滞要構造の将来に対処して林産研究をますます

強化する必要があるが林産研究を林業試験場で担当する

ことについて第三者の理解はきわめて乏しい。林産研究

は工業枝術院の研究機関で実施すればよいという意見も

あり，このような風潮は是正すべきである。民間林業団

体からは林産研究所独立の要望もでている今日，林野庁

としても適切な行政措置をとるべきだとの意見もあり，

いろいろと論議がなされた。行政の立場から木材エ業全

部を林庁所管とすることは無理がある。しかし農林省設

置法（第58条）でも木材需給の調整は明らかに林野庁所

管事項となっており，木材利用の合理化を考えなければ

林業の振興はあり得ないし木材の生産を担当し木材をも

っとも知っているのは林野庁である。したがって木材が

どのように使われるかということは当然林試で研究すべ

きである。いずれにしても林野庁，林試その他林業関係

団体が連携を密にし，もっとPRする必要があろう。

⑤省力的育林枝術に関する研究の協議に関連して最近

全幹集材が実用されてきたが地力維持の立場からどう

か。現在林試では全幹集材によって林外に持ちだされる

枝条の絶対量を調査研究中である。林業の機械化は採取

部門に可能性が高く，全幹集材は企業的林業の姿として

期待されるので経営研究部門としてもとりあげ共同研究

の必要があろう。

アメリカでは末木枝条をチップにして林地に還元した

実験例がある。枝条を切り林地に残した場合と全幹集材

して出床土場でチップにして林地に還元する場合の経済

効果を比較してみることも研究の対象となるだろう。

⑥凍害防除に関する研究ではスギの雪害研究をとりあ

げるべきではないかとの意見も付加されたが釜渕分場で

かなり古くから研究されており，未解決のものにつし､て

は更に研究を促進してもらうことになった。

⑦保護部門では松喰虫の防除研究をいまさら重要課題

としてとりあげるのはどうか。研究としては一応の結論

がでているではないかという異論もあったが行政上の要

請も考慮し原案どおり採択された。

③その他経営部門としてO・R研究（オペレイション

ズ。リサーチ）はどうかとの提案かあったが今回は保留

された。

大気汚染による森林被害に関する研究については最近

スモック禍が社会問題化しており，林業関係でも都市の

網上樹対策，尾鷲の火力発電所排気ガスによる森林被

害，天の橋立の煙害等の事例が見うけられるので林業の

みでなく国の総合研究としてとりあげるべきであらう。

以上のような繕圖をたどり重要課題の検討は終了した

がすでに午後5時を過ぎ時間切れとなり，全体協議会の

中心課題であった今後における料業試験研究の具体的推

進策について協艤する時間がなかったことはきわめて遮
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西川：林業試験研究・中央協議会の概要

憾であった。しかしながら学識経験者ばもちろん林野庁

関係部課長が多数出席し十分とはいえないとしても林業

試験場側と意見の交換がなされたことは最近まれにみる

現象であり中央協議会の目的の一つは達成されたものと

いえよう。

現代における経済の高度成長，産業革命は科学技術に

よってもたらされた。科学技術の振興，試験研究の重要

性は強調されるが一般的には認識は少なく，行政措置の

具体化については前途程遠しの感がある。試験研究を推

進するには科学枝術を尊重し，合理性を追求するという

環境の育成がまず必要であろう。今回の全体協議会はそ

のようなきっかけを作る場であり，また試験研究機関に

対し行政目標を明硴に伝達し，研究者に反省と問題意識

をもたせる場でもある。このような意味で今年の全体協

議会は一歩前進したものと確信する。しかし残された問

題は多く前途は多難である。林業試験研究推進のため大

方のご指導とご協力をお願してやまない。

林業試験研究における重要課題

◎は全体協議会で追加された課題

◎①林産物価格ならびに流通秩序に関する研究

今後の林業政策を正しく遂行するためには，林産

物価格ならびに流通秩序に関する研究がきわめて必

要である。

。②山村経済機織に関する研究

山村は林業における特徴的（所得の不均衡，社会

櫛造，土地利用等）なそして主要な基盤であり，そ

の経済機構の究明が林政問題としてきわめて必要で

ある。

③近代的林業経営に関する研究，

林業が近代的産業として成り立つためにはどのよ

うなものであるべきかその近代化された林業経営の

姿を究明し，林政上の一つのよりどころを求めんと

するものである。

④股家林業経営に関する研究

主として家族労働による林業経営の形態は，数多

く営なまれているが，これらの育成強化がきわめて

重要であるので，これらの経営改善をはかる研究を

行なおうとするものである。

⑤森林資源調査方法に関する研究一とくに航空写真

の利用について一

森林行政上又は経営計画立案上からも，森林資源

の正確な把握がきわめて必要であるが，このための

航空写真の利用技術の高度発達が重要であるので，

これを重点的に究明しようとするものである。

◎⑥伐期齢に関する研究

現在の伐期齢決定には，総平均生長量最大の時期

を基準としているが，この方法は掛源政策としては

妥当としても，企業としての林業から見た場合検討

を要すべきものがあると思われる。また計算の基礎

となる材溌表，収穫表がすべて立木材積であらわさ

れ，かなりの未利用材職を含んでいるので，たとえ

現在の決定方法が妥当としても問題が残っている。

このような矛盾を含みかつ伐期齢の長短が今後日本

の木材供給に重大な影響を有するので，特に上記の

諸点からこれから研究を促進する必要がある。

③短期育成林業技術に関する研究

生産性の向上と激増する木材需要に対処して蹴咽

および騨鯏的な観点から地力維持を前提とし林分

の生育促進による短期育成林業枝術の研究を行な

う。

③省力的育林技術に関する研究

林業労働の不足に対処し生産性向上のため省力的

育林技術を薬剤，機械，幼時の生長促進およびに作

業の周年平均化の面から取り上げ耐暁する。

⑨凍害防除に関する研究

拡大造林の進展にともない全国的に著しい被害を

与えている凍害防除のため育林技術ならびに耐凍性

品種の育成等について研究を行なう。

⑩カラマツの育林技術の研究

カラマツの先枯病の漫延に対処して防除法の研究

ならびに二代目造林地を含む既往の不成績造林地の

原因究明と育林技術の研究を実施する。

＠広葉樹の育林技術の研究

広葉樹の林業的価値を再認識し広葉樹とくにカン

パ類，プナシイ類の育林技術の研究を実施する。

⑫線虫に関する研究

最近土壌線虫の被害が全国的に増加し，養苗上大

きな問題を提起しているが，被害の実態および防除

対策が講じられている。

一部の県ではすでに実態調査を共同で実施中であ

るが，全国的に実態を把握し，早急に防除対策を識

ずる必要がある。

⑬天敵に関する研究

森林害虫の防除法についてはいろいろの角度から

研究が進められている薬剤防除は一つの有効な防除

法であるが諸種の制約や天敵に対する影響があるの

で天敵鳥類，天敵昆虫および天敵微生物を積極的に

利用することにより生物的防除法を確立することが

当面の重要課題である。

⑭松喰虫の防除に関する研究
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西川：林業試験研究・中央協議会の概要

最近主として関西以西の地域に松喰虫が多発し大

きな問題を提起している。松喰虫の被害防除につい

ては従来から対策が講じられているが労働事情の悪

化および立地的にその実行に困難な点があるので今

後林業的防除を主とし，あわせて化学的および機械

的防除法の研究が推進されなければならない。

⑮食用菌の生産技術に関する研究

一とくにシイタケ子実体発生機構について－

食用茸（シイタケ，ナメコ，マツタケなど）の需

要は，年を追うに従い増大の趨勢にあるにかんが

み，今後一層それらの生産技術の改善が重要となっ

てくる。

なかんづくシイタケ栽培においては，栄養補給，

培体のエ夫などによる積極的な生産技術の研究が考

えられているが，これが究明にあたっては子実体発

生機構を解明する基礎的研究が緊要となってくる。

本研究は関連する専門分野と提けいし，生化学的

究明を必要とするので国立林試において推進されな

ければならない。

⑮林道の機械化施工に関する研究

林道網を急速に整備拡充するためには，林道の特

性に応じた合理的な機槻上施エ法とこれに応じた設

計法を研究する必要があり，また，これにともなっ

てこれに使用される機械の検討が早急に行なわねば

ならない。

⑰大型機械導入に関する研究

林業の本格的な機械化をはかるためには，大型機

械の導入が必要でありこのためには，これにみあっ

た作業条件，作業方式，作業体系の研究とこれに使

用される機賊の検討が早急に行なわれねばならな

い｡

⑬予防治山技術に関する耐暁

一とくに水源酒養ならびに荒廃防止について一

治山関係の試験研究はこれまで災害地復旧に主体

をおいて進められてきたが，今後は災害の予防に主

体をおいて試験研究が進められなければならない。

すなわち水擬源の確保に必要な森林の活用法ならび

に森林と有職的に結びつけた諸工法および災害発生

の予測に基づく森林の活用法ならびに森林と有機的

に結合した荒廃防工法や理水エ法が研究の対象とな

らなければならない。

⑲治山施エおよび癖悪林地改良跡地の取扱いに関す

る研究

復旧治山工事および癖悪地林改良事業は，あるい

は成功し，あるいは不成功に終っているのが成功地

に対するその後の取扱いの基準をいかにするか，ま

た不成功地に対しては，し､かなる追加施業を行なう

べきか等について研究を行なう必要がある。

⑳木簡材料とくに新材料の特|生に関する研究・

木材および木質材料の原材料としての理化学的性

質を検討し，あらゆる用途に対する用途適応性の判

定基準を確立しようとするものてあって、とくに新

材料（外材，未利用材，被開発材料を含む）に重点

をおく。

、木質凋料の利用開発に関する研究

一とくに建築材について－

木材とくに建築材は，従来粗放な材料としてきわ

めて不合理に使われてきた｡木樹価格の高騰に対処
し林業の振興をはかるためには木材の利用技術を開

発し木材の特長を生かして利用することがきわめて

重要である。

⑳残廃材の利用開発に関する研究

一とくにパルプその他エ業原料として一

木材の利用過程に生ずる林地残材，エ場廃材を工

業原料としての利用技術を開拓し木材質源の有効利

用をはかる。

、木材の成分利用に関する研究

一とくにリグニン，ヘミセルローズについて一

化学工業原料として木材の付加値を高めるにはそ

の柵成成分を明らかにし，各成分を完全に利用する

道を開拓しなければならないb従来一部分の利用に

過ぎなかったリグニン，ヘミセルローズ等について

今後重点をおき研究をすすめる。

②大気汚染による森林被害に関する研究

亜硫酸ガス等による大気汚染は，森林に大なる被

害を与え，ところどころに問題を起している。

個々には当事者間で研究しているものも見うけら

れるが大きな問題であるので，ひとり林業試験場の

問題としないで，他部局（厚生省，通産省等）との

連絡調整をはかり統合的に研究を行なう必要があ

る。
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’製材産地めぐり その1
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能代市は秋田県の西北部，日本海に注ぐ，米代川河口

に位霞する人口約6万6千人の中商工都市で，日本三大

美林の一つと称される秋田天然スギの美林を背景に明治

以降60有余年，木材産業を中心として発展して来た。

しかし最近の木材に対する需要は，産業櫛造の変化に

つれて量的・質的に大きく変りつつあり，能代市木材産

業の柵造もまた，好むと好まざるとにかかわらず，大き

な聴換期に立たされているといえよう。また「原木高の

製品安」あるいは「天スギで何をひくべきか｣，「天スギ

から人工造林木への転換」など，巷間，業界紙上等に見

られるサプジエクトは，現実，能代をはじめとする木材

関連業者の死活にかかわる重要課題なのである。ともあ

れ木都能代の産業を紹介させていただきたい。

1，能代市の木材工業の沿革

能代市は日本海岸では最も古い港の一つで徳川初期に

おいてすでに北は松前比海道)から，南は大阪方面まで

船運があった。明治22年,町村制の実施により，「能代港

咽と称したが，当時の戸教2,者00戸，人口約10,800人

日本三大美材の1つ天然秋田杉の林相

といわれる。鋺挺i130km余に及ぶ米代川の流域一帯には

旧藩時代からうっそうたる杉の美林が成立していた。

筆者：秋田県庁林政課

一世L

局 橋正 三一

（この杉林の生い立ちは，今日成林しているものの樹令

がおおむね150～250年位であるところから見て，元禄か

ら亨和年代（1700年から1800年頃）にかけて実生，ある

いは伏条によって芽生えた稚樹が，旧秋田藩主佐竹義宣

公を始めとし，能代木山方加藤景林など，優れた先達の

方針による広葉樹の伐開など，徹底した保謹管理によっ

て適度の陽光を得，一斉に盛んな生長を始め今日の林相

をなしたものといわれている｡）明治30年水戸の人井坂

直幹は，この膨大かつ良質の賛源に着目し，機械導入に

よる製材業をおこして，これを利用開発すべく能代製材

合資会社を設立した。当時は，大材を大割するには手挽

によっていたが，会社設立後，数年で帯鋸が取り入れら

れたといわれる。その後明治40年には能代挽材，能代木

材，秋田製材の三者を合併し，750馬力の動力を備えた

秋田木材株式会社が設立され，年間20数万石の生産をあ

げて東洋一を誇った。

秋田木材株式会社は，その後大火に遭遇する等のこと

もあり，現有馬力は222.5馬力，名称も秋木工業KK,

能代製材所となっている。それを端緒に，遂次右余曲折

はあったが，大小の製材工場が建設，整備され，これに

付随して木材加工業が発達し，木都の面目をそなえるよ

うになり，昭和25年に通産省より木工集団地の指定を受

けた。このように製材業を中心とし，これと共に発展し

て来た加工業種は，現在10指に余りあるが，この総体で

構成する木材産業の地位は能代市製造工業のドップをな

し，古い伝統をもって能代市民の生活とは密接な関係が

ある。もちろん業種別に見るとそれぞれの需要動向に支

配され，生長曲線を辿るもの，あるいは下降曲線を辿る

と見られるもの等あり，好，不況の波にもまれながら今

日に至っている。

これについて業種別の概要を簡単に述べてみよう。

2，業種別生産の現況

昭和56年度における能代市役所工業統計により，木製

品エ業11業種について，これを年生産詞順位に列記する

と次のようになるので，この順に説明する。

（）内は生産額百分比

㈹製材(40影）㈲合板便9影）例銘木(12％）

㈲繊維板(7.1影）伽建具(57％）㈲樽丸(2.2％）
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高橋：製材産地めぐり〔その1〕

（ﾄ)桶樽(1.7％）例家具(1.2％）（ﾘ)小割(0.6%)

（ﾇ)柾小羽(0.3％）しり木履(0.2影）

ff)製材

全国的に古くから名声を博している秋田杉製材品の中

でも，これまでその製品壁の過半を占めて来たいわゆる

「2分3厘」(0.7cm)は，特に技術的にも優秀で他の追

随を許さぬものであったが，近年は需要動向の影響をう

け，下行傾向を続けている状態である。製材技術的に見

るとその進歩のあとは著しく，明治末期には堅鋸のケー

ジが’’5番ないし'7番であったものが，昭和'2年頃には

大割パンドソーで25番，デーブルパンドソーで26番の薄

物を使用するまでになり，現在では26,27番のものが普

通に用いられているなどその一例である。天然スギ大径

木の良材が上記のような薄鋸で挽かれためその製品は次

のような特徴をそなえている。

('）天然木のため生長が均等で年輪が細かくそろってい

る。

(2)郷臘に通直，張度が強く伸縮が少ないため狂いがな

い。

(3)材は僻かな淡紅あるいは淡黄色をおび，明るい感じ

の美しさをもっている。

(4)生産堂が多いので色および木目などの同じものをそ
g

ろえうる。

(5)広幅で節のない製品をえられる。

(6)挽肌は平滑のため鉋減りが少なく，寸法は正確でむ

らがない．｡････などである。

昭和56年度における製材工場数は49,動力5,800R,

従業員1，153人で，消費原木212千m3(,内47影が国有林

材)，生産製品161千Xn3で金額換算約S4億4千万円であ

る。この数世は秋田県全体の製材量の締5％にあたる。

製材工場は比較的大規僕のエ場が多く，特に近年の傾向

として，小規模工場は減少の傾向にある。出荷先は東京

を始め，関東・関西・北陸,~その他ほとんど全国にゆき

わたっており，製品の内訳をみると，板類70％，割類15

％，角類15％程度で，ここ5～4年，年々1影程度づつ

板類が減少している。特に天然スギを対象とした場合の

主製品たる「2分5厘｣は，その用途は天井板・下見

板・建具用・箱物用等であるが，代替品の進出等により

需要はとみに下行傾向を示し，業者はその対策に苦脳し

ているわけであるが，能代地区の特徴として，製材業者

のほとんどが関連加工業を兼業しており，日夜盗材の高

度利用，経営合理化に研鎮を続けている状態である。な

お業界の団体としては能代製材協会がありほとんどの工

場を網羅しているが，現実の資金難等に対処するため協

同組合組織への移行が検討されているようである。

㈲合板（張柾。張杢）

合板といっても，龍代の場合は秋木能代合板KKのス

ギロータリー合板を除けば，いわゆる張板・張杢と称せ

られるスギの化粧合板たる張天井板である。これは後述

の銘木の普及版とも称すべきもので，価絡も割安で一般

への普及率も高く，生産の上昇率も近年急激にのびたも

のの一つである。生産の最初は昭和7年頃で，接清剤に

グール塗使用し，スギ並板にスギ柾の単板を貼付した

が，昭和25年に至り接着剤には尿素棚脂，合板にはラワ

ン合板を使用するようになり単板生産用スライサーを新

設するものも続出し，生産は飛躍的に増大した。

材の集約利用である張柾合板は全国的に大観迎を

受けている

この特殊合板の特徴としては

(1)柾（杢）目の目揃および色合が整一である

(2)タ煙が非常に優美で，価格がそのわりに低廉である

(3)加工しないでそのまま使用出来る。

等であるが，もちろん現在の生産量は先進地名古屋等を

しのいで全国一位であり，秋田県の70%程度はここ能代

で生産される。36年度，工場数64,動力1,429唾，従業

員1,400人（うち69％は女）で生産数量1,148万m2,金

額では25億近くに達し，能代市産業の重鎮的地位を占め

るようになったが，零細企業としても経営ができるので

エ場がやや乱立の状態にあり，今後の動きが注目され
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る。

35年には秋田杉合板工業協同組合の保管倉庫力建設さ

れ，出荷調整に一応の役割を果しているが，業界の団体

としては，上記の外組合（協会）あり，連絡協調の必要

があるように思われる。

い銘木

秋田の天然スギそのものが，大部分銘木的価値の高い

ものであるといいうるのであるが，その中から特に良材

を選別して特有の美しい柾目・杢目を生かすことに成功

したのが，ここでいう畷木」である。秋田スギの銘木

としての最大の特長は柾板にあるとされているが，製品

は天井板，床の間材，その他造作材を主とし温和で高貴

な色彩，広'隔の板を一室分，一本の原木から採取できる

など日本趣味の数寄者には欠くことのできない条件がそ

なわっている。杢物も中杢の天井板など，秋田スギなら

ではの独特の落着いた美しさがあり，業界としても挽肌

を美しくすること，寸法規格の厳正等には特に意を用い

ているようである。36年度工場数は60で，動力990",

従業員470人(内女58％)で使用原木29,300m3に対し，

銘木としての製品，数量は8.700mp,金額で6億8,600

万円程度である。業界の団体としては秋田県銘木協会連

合会等がある。

㈲繊維板

繊維板は「アキモクポード」その他を生産する秋木工

業KK能代ﾉ､一ドポーバエ場1工場のみであるが，これ

は木材利用合理化の線に沿って，売年から操業が開始さ

れたもので，金嘩樹，広葉樹の小径木，末木枝条，製材

の残廃材を主原料としている。36年度における生産量は

314万m2弱で，金額換算6億3千万円程度である。

動力3,400正に対し従業員は200人に過ぎず，スエー

デンよりI1倫入した機械設附をもつオーI､メーションエ場

で，生産方式はアスプルンド法，フル生産能力450万mg

G.5ミリ換算173000t)である。用途は建築・家具・

車輪その他鮠囲が広い。

㈱建具

秋田県はかつては材料県などと称され，第一次加工部

門の発達に比べて，二次加工部門などは先進県に大きな

おくれをとっていたのであるが，ようやく昭和21年頃か

ら建具類も主として戦災地へ出荷されるようになり，そ

の後も引続き行なわれた県の指導育成が効を奏して，今

日では「秋田建具」としてその名声を全国にはせるに至

った。県全体からみると，能代が全県の約50％を生産

し，市の重要産業の一つになっている。製品は秋田スギ

の美点，特色を十分発揮し，移出は生産数戯の70影，生

産金額の45％程度を占めているが，規格品が多いので，

建具

優秀品の割には価格も安く，好評を博している。

36年度生産は約65万本，金額では4億円台である。

御樽丸

樽丸は製材梁と共に能代市で古くから発達した主要産

業の一つであって，特に醤油榊に用いられ，千葉県がそ

の主要移出先である。樽丸用材としての秋田スギは木理

が通直で割れ易く，年輪が密で木の香も色も芳しく，仕

上りが美麗の上，醸造品の色香を変えない特長があり，

原料は天スギの伐根，傷材等が使われるため木材の集的

利用の観点からも奨励されて来たものであるが，近年

瓶，缶あるいは化学製品等代替容器におきかえられ，需

要は漸減の方向を辿っている。また原材料である天スギ

盗源の問題もあり，これら困雌な情勢に対処するため業

界では，これ富での樽丸協会を発展的に解消，能代樽丸

製材事業協同組合として，この6月発足，協同噸業によ

り生産体制を整備することとなった。

36年生産は38事業所，従業員は190人，樽丸木取6,000

m3で金額換算2億円弱である。
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高橋：製材産地めぐり〔その1〕

にしてる千万円程度だが，事業規模は小さいものがほと
んどである。

銅
澤
雲
二
一

吟
曇崖
‐

（ﾄ）桶・樽

桶，樽には酒樽，味噌樽，醤油樽，漬物樽（桶)，魚
樽，風呂桶，洗桶，たらい；お栂，銘醸容器などである
が，前記の橡丸同様代替品の出現に需要をせばめられつ

つあり，製品の種類，用途等新分野を開拓すべく検討が

続けられている。36年生産は約'00事業所，従業員230人
で約30万個，金額･1億4千万程度，業界の団体としては

能代和樽協会，能代桶樽業協同組合その他がある。
㈱家具

建具同様比較的おそく発達した部門であるが，特色と
しては他業種との兼業の多いことで年々 生産は充実して

いる。特産品としては塗食卓，ダンス等が近年とみにの

びており，また「春慶塗」は古くから有名である。

36年度は兼業を含めて52事業場，従業員250人で約6

万点の生産，1億円程度の生産額となっている。
（ﾘ）建具小割

秋田天然スギの丸太，耳代材等を主原料として，建具
材すなわち戸障子の権秘組子襖や屏風の組子および橡
材など，ひと鉋かければ組立てられる寸法になっている
のがこの建具小割である。

小割業の歴史は古く，材の良質，寸法の正確さは年月
をへても狂いのなし､製品となって各地から賞揚されてい

る。出荷先は東京，新潟，北海道方面が主で，36年生産
は2,400m3,金擁,500万円程度で鱈工場動力171R,
従業員120人である。

（ﾇ）柾小羽

屋根板としての柾小羽は，秋田スギの集約利用の一つ

としても見のがし得ない生産物であるが，天杉の手割柾

は耐火建築の普及により年々 減退の方向にある。

しかし海岸地帯や鉱山地帯の亜鉛引鉄板の耐久の良く

ない方面では，まだ現在も使用価値が高く，一方機械柾

はトタンの下貼りとして前者に比し需要はのびており，

36年度は両者をあわせて85事業所の生産，16万把，金額

へ1

しり木履

主としてサワグルミを木地とする下駄等のはきもので

あるが，本県独自の材料で東京および東北全域に出荷し

好評を博している。使用資材はる6年度で広葉樹85影，針

葉樹15％，30万足台の生産で2,200万円の金額となり事
業場は2エ場，従業員27人である。

以上概観するとおり，手エ形態の加工から，高度のも

のまであらゆる業種の木材工業が，他の産業にもそれぞ

れ関連をもって行なわれ，一般市民の生活にまで溶けこ

んで，木材と共に生きるという伝統の感じは，同市を訪

れる時の切実な感じである。木材産業が同市の盛衰を左

右するまでの大きなウエイトをもっていることは，その

背後に秋田杉を対象とする林業地の存在価値を認識させ

るもので，林業と木材工業団地の結合の深さを思わせる
ものである。

へc
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隔，左右苗の間隔とは水平方向への間隔と解釈し，ここ

で教えてある長方形植の方法で，実際に植栽してみる

と，いろいろな不都合があり，また不都合が起るようで

ある。

箪者が考えている長方形植は，いずれも水平距離に換

算して，これとは逆に，傾斜面への方向一距離一を長

く，水平の方向一間隔一を短くとる長方形の頂点に植え

る形式で，これは実行の困雌な正方形植，正三角形植よ

りも実行しやすい長方形植に初めから着手するというこ

とと，次のような有利な面があるからである。

1．まず植栽木，幼令木の根系発達状態をみると，養分

吸収細根はごく地下浅く雑草根の下あたりを，水平方

向よりも傾斜の上下の方向に，まず伸長する傾向が強

くみられることである。

したがって植栽木間の距離が短いと，根系の競合が

早く始まることになり，ひいては幼令木間の成長偏差

は早く起ることになる。

このことは一斉成育を図らねばならない育林技術上

おもしろくないのである。

2．植え付け時は上方から下方に植え下がれと造林書に

教えてあるが，実際は功程上その他によって，植え上

がることが非常に多い。

したがって植え付け時，距離が短いと，次の上段を

植え付ける時，今植え付けた下段の植栽木の上側の根

元に土がこぼれ溜り，根曲りを起す原因ともなるし，

また植え難いし,極端な場合は足場の関係から，その
下段の植栽木を，不覚にも踏みつけることもある。

3．次に下刈の関係がある。距離が短いと，植栽木を痛

める心配から刈り払う時，下刈鎌を十分使用できず功

程が上がらないし，また刈り払った雑草類が，直ちに

下段の植栽木におおいかぶさる不利がある。

なお条刈は適用範囲が広いが，距離が短いと，その

特性が十分活用されない。

4．次に肝要なことは林地の保護である。間隔が広く距

離が短いと，うっ閉は水平方向におそく，傾斜の方向

もおそくなるが，この期間，夏季には斜面地温の上昇

により，気温も当然上昇する。暖められた空気は，傾

斜面に沿って上流するが，水平方向が未うっ閉で，傾

斜方向は既うっ閉のため，暖かい乾燥空気は，あたか

も煙突中のごとく上昇が促進され，ひいては上昇微風

を起し，林地を乾燥させるのである。

水平方向を早くうっ閉させれば，この上昇気流を始

め，夏季以外の季節風が山腹に沿って吹き上げるのも

阻止される。

5．最後に傾斜地植栽木は，下降面への射出枝が多く，

大きく片枝樹となっていて，林らはかたより造材の場

合は，いわゆるアテ材になりがちである。
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植え付けの距離･間隔

についての一考察

－長方形植を検討する－

小森栄
一

1植え付けの距離・間隔について一般の造林書の教え

るところでは，正方形植，正三角形植，長方形植例植）
の3法を原則的に示してあり，そのほか特殊な形式とし

て，寄植，斑状植，互いの目植などが付記されている。

そしてこれらの諸形式の長所，短所の解説は非常に少

なくて，ただ抽象的な解説の1～2書があるのみで，一

般醤では所要植栽苗木数と面積の関係が主な説明であ

る。

一方現地では，初めから長方形植とか，正三角形植が

採用されることはまず少なくて，わかりやすい正方形植

が予定され清手されるのであるが，傾斜とか地形の変化

などによって，いつの間にか，長方形植あるいは変三角

形植というより変長方形植に変わっているところが非常

に多い。

それで現地では，結果的に多く実行されている長方形

植について，検討する必要ありと思い，観察，考察して

みた。以下いずれも斜距離は水平距離に換算してであ

る。

2傾斜地において長方形植の場合，長辺(距鋤を傾斜

面の方向に，短辺（間隔）を水平の方向にとる場合と，

これの逆のとり方の場合がある。

傾斜地において長方形植の場合，この傾斜，水平の方

向への距離間隔をどうとるかを造林書では明確に教示し

てない。ただ1番においてのみ，苗間とは前後苗の間|職

で，列間とは，左右の苗の間隔とあり，長方形植（列

植）とは苗間が短く，列間が広いものであると教えてあ

る。

ここで教示してある苗間，列間の表現は，ほとんどの

新植地が傾斜地であるので，少々不明確であるが，一応

常識的に判断して，前後苗の間隔とは傾斜方面への間

■ー

⑧

箪者：福岡県林業試験場小倉分場長
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小森：植え付けの距離・間隔についての一考察

その原因はいろいろあろうが，斜距離の短いことも

その一つではなかろうか。距離を広くとれば，下向枝

といえども伸長には限度があるので，上段木の下向枝

が伸びきらぬうちに，下段木の上向枝が発達し，片枝

樹は少なくなる傾向がある。

正方形植，正三角形植が実行困難で，悪い方の長方形

植になるもう一つの原因は，水平距離に換算した斜距離

のとり方の不熟練もあるが，根本的には，斜距離対水平

距離と，樹木占有面積の観念の理解が不能といってよい

ものがあるように思われる。

また公有林造林などでは，たとえば5,000本植の時は

6尺ごとに印をつけた水平用繩を，そのまま斜面に垂ら

して印付けしたため，斜距離が不足している例も多い。

この点，この長方形植をとると，距離，間隔はしろう

とでもとりやすいのである。

たとえば同様に5，000本植の場合，正方形植はもちろ

ん6尺×6尺であるが，長方形値で7尺×5尺とすれ

しんかん紹介…"画,"…､画､"…薊…､■

｢力ラマツ林業」

信大の林学教室の人々が分坦して記したこの霧は，総

説18頁，造林86頁‘経営58頁，利用20頁で，造林関係に

重点をおし､た編集が行なわれていると考えられる。この

位の頁数の本ですべてのカラマツ林業技術にわたって記

すことは無理で，この編集は適当であったと思われる。

しかし各編の内容を読んで見ると，広くすべてを網らし

ようとしているため，せっかく信州大学でカラマツにつ

いて特徴のある研究が多数行なわれているにかかわら

ず，その特徴がぼけてしまってはっきり出ていないのは

残念である。たとえば，葉分析，二代目造林の問題，幹

材のねじれ問題，土壌の凍上などをもっと詳しく重点的

にとりあげた方が良かったのではないだろうか。多少古

くはなったが商橋氏の｢カラマツ総説｣や近年では内田氏

ば，傾斜角20度の時に，斜距離は7.5尺となり，7.5尺

は水平間隔5尺の1．5倍である。

したがって傾斜20度を中心として，水平間隔の1倍半

の長さを，そのまま斜距離にとればよいことになりわか

りやすい。

なお長,短辺の長さや割合については，比較試験林を
もたないので決定できないが，肉眼観察の結果では，だ

いたい10：7，あるいは10：7．5あたりが適当ではない

かと思われる。

そして上記の条件が一定すれば，斜距離：水平間隔＝

1.5倍は不変であり，またこの1.5倍は傾斜角15～20度の

範囲内では実用的に差しつかえなく，25度以上，15度以

下の時，多少加減すればよい。

以上のようにこの形式の長方形植は，欠点もあろうが

総合的にみると長所が多く，この逆の距離が短く，間隔

の広い場合がもっとも悪いのではなかろうか。

江湖諸賢のご批判を仰ぐしだいである。

…＝…底輯郵……‐_…~＝

信州大学挫業学部林学教室編

林業経済新聞社出版部発行

長野市北石堂町1022（長野県林業会館内）

B6判187ページ500円〒100円

の「カラマツ造林｣が出ているのだから，その後の新説

を重点的に集めた編集の方が望ましかったように思う。

とはいえ，さすがに本場の信州大学だけあって非常に

ていねいに広く文献を集めて新しい鐸行やカラマツ材築

の問題点について述べているから，今後のカラマツ搾業

の発展に賛するところがすこぶる多く，カラマツ林業技

術の解説書として広く搾蕊家におすすめできる著書であ

る。またカラマツ研究者にとっては康文にも記してある

ように，新しい問題点をよく指摘しているので，今後の

問題点を把握する上にはまことに便利な書であろう。さ

らに，この著は各執筆者の名が掲げてないの不便であ

る。再版される時はこの点を明らかにされるようお願い

しておこう。

しんかん紹介

－34－
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I
全木連，全木協連合会議は12月10日東京永田町の衆第

1議員会館で開かれ，林産組合の設立，林業振興基金制

度の確立などをきめた。

全木連製材，目立技士認定実施要綱案作成

全木連は業界が自主的に独自の製材工，目立工の技能

認定制度を設けることを内容とした実施要綱をまとめた

農林省設置法可決で職員部誕生

12月22日の衆院本会議で「農林省設置法の一部改正法

律案」が可決された。これにより林野庁に職員部が設置

されることになった。発足は1月20日で，同部は労務，

職員，福利厚生の三課である。

東カリマンタン森林開発で日イ予備協約締結

東カリマンタン森林開発協力に関する日イ予備協約が

12月25日東京エ業クラブで，三浦辰雄カリマンタン森林

開発協力会社設立準術会長とスジョノインドネシア国林

業公社総裁との間で締結調印された。同厳には、吉村林

野庁長官，ヴァニー在日インドネシア公使が立ちあった

紙パ産業に設備新増設停止命令

12月27日，通産省は紙パ産業の不況は設術役資および

生産面における過当競争によるものとして，紙製造設備

の新増設停止措置を行なう旨を通達した。

’I

i

林業改良普及協会十周年記念式典挙行

11月50日日本林業改良普及協会は，東京虎ノ門の共済

会館ホールで同会創立f周年記念式典を催し，一般功労

者63名，都道府県職員100名，林業グループ39名．計

202名を表彰した。

林業振興基本法，業界案なる

林業関係業界の林業振興基本法案は，12月ろ日，日本

林業協会の名で発表され，同日，院内で自民党林業小委

員会のメンバーに手渡され，説明を行なった。この業界

案は，「政策目標」I称業の範囲」｢称業振興に関する国

の施策」「林業生産施業」「林産物の加工，流通および価

榔「林業緋造の改善」「林業行政機関，林業団体の整

備」I料政審議会」等からなっている。

全木連，全木協連合会議

r
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己篭室

あ
る
山
村
の
青
年
か
ら
の
手
紙

御
無
沙
汰
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
な
草
深
い
山
村
へ
も
、
ラ
ジ
オ
や
新
聞
雑
誌
が
、
東
京
で
の
追

い
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
い
そ
が
し
い
ム
ー
ド
を
毎
日
伝
え
て
き
ま
す
。
今
年
は
ジ
ャ
ン
プ
す
る
ぞ
と

景
気
を
占
な
っ
た
り
、
去
年
の
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
ト
ー
ン
は
も
う
色
あ
せ
て
フ
ル
ー
ッ
カ
ラ
ー
が
出
ま

わ
っ
た
り
、
Ｂ
Ｇ
の
お
さ
い
ふ
も
底
が
み
え
た
か
今
年
は
お
子
供
さ
ん
を
ね
ら
え
と
か
、
い
や
は
や

年
の
は
じ
め
か
ら
騒
々
し
い
こ
と
の
よ
う
で
す
ね
。
マ
ス
プ
ロ
は
何
が
何
で
も
大
衆
の
目
先
を
変
え
、

大
衆
消
饗
に
つ
な
が
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
年
こ
そ
は
と
い
う
、
大
衆
の
素
朴
な
新
年

の
決
心
の
中
へ
も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
く
い
こ
ん
で
、
新
し
い
も
の
へ
の
純
真
な
あ
こ
が
れ

を
い
つ
し
か
消
饗
の
美
徳
に
す
り
か
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
し
虫
う
か
。

冗
談
は
さ
て
お
き
、
マ
ス
コ
ミ
と
い
い
ま
す
と
、
林
業
関
係
の
雑
誌
も
最
近
は
ず
い
分
と
数
も
ふ

え
、
内
容
も
豊
富
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
私
の
よ
う
な
、
山
村
に
住
み
林
業
に

た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
林
学
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
者
で
も
数
種
を
知
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
ど
れ
が
ど
う
だ
と
ま
で
の
批
判
能
力
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
ど
も
の
感
じ
で
は
、
ど
う
も

林
業
誌
の
内
容
は
一
般
わ
か
り
し
に
く
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
く
に
林
業
問
題
論
に
つ
い
て
そ
う

思
い
ま
す
。
そ
の
点
、
お
隣
り
の
農
業
誌
の
方
は
、
用
語
な
ど
も
マ
ス
コ
ミ
に
乗
っ
て
流
通
す
る
ほ

ど
に
一
般
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
第
一
に
考
え
方
が
一
般
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
、
い
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ば
一
般

論
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
議
論
が
多
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
選
択
的
拡
大
だ
と
か
栂
造

改
善
だ
と
か
、
本
当
は
ず
い
分
む
ず
か
し
い
理
屈
な
の
で
し
聖
う
が
、
幾
度
か
き
い
て
い
る
う
ち
に

何
だ
か
解
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。
林
業
誌
は
も
ち
ろ
ん
林
学
を
学
ん
だ
者
ど
う
し
の
雑
誌

で
も
あ
り
ま
し
瞬
毒
う
が
、
同
時
に
一
般
国
民
に
も
林
業
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
損
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
私
ど
も
素
人
の
側
か
ら
み
て
、
一
般
わ
か
り
し
に
く
い
と
い
う
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。
私

に
も
林
学
は
む
ず
か
し
い
学
問
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
ま
す
。
だ
が
、
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

大
変
生
意
気
を
い
う
よ
う
で
気
が
引
け
ま
す
が
、
林
業
と
い
う
特
殊
な
産
業
を
論
ず
る
時
に
、
頭
か

ら
特
殊
論
だ
と
い
う
枠
を
お
し
か
ぶ
せ
て
そ
の
中
だ
け
で
の
議
論
、
だ
か
ら
仲
間
ど
う
し
で
は
わ
か

っ
て
も
外
部
の
人
に
は
誠
に
わ
か
り
に
く
い
論
が
ま
だ
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
主
う
か
。
正

月
の
こ
た
つ
に
あ
た
り
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
林
業
誌
を
読
ん
で
い
て
、
林
業
論
が
何
か
遠
い
独
立

し
た
世
界
の
話
の
よ
う
に
段
々
と
自
分
か
ら
離
れ
て
行
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
が
し
て
仕
方
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
林
学
を
知
ら
な
い
一
山
村
人
の
ひ
が
み
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、

こ
た
つ
の
ぬ
く
み
に
誘
わ
れ
た
睡
気
の
中
の
幻
覚
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
み
み
ず
か
、

も
ぐ
ら
の
た
わ
ご
と
と
、
呵
々
大
笑
、
笑
い
飛
ば
し
て
下
さ
い
。

ｌ
こ
れ
は
実
際
に
私
の
と
こ
ろ
へ
き
た
手
紙
の
要
約
で
あ
る
。
い
ず
れ
私
は
こ
れ
に
返
事
を
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
三
角
点
）
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一

会 務報告

◇第6回常務理事会

12月251ﾖ正午がら本会和室会艤室で開催。

出席者：横瀬，杉下，玉木，川床，遠藤，佐藤の各常務

理事と本会から石谷，松川，松原，成松，

◇第10回編集委員会

1月10日午後2時から本会和室会議室で開催。

出席者：猪瀬，石崎，湯本の各委員と本会から松原，橋

谷，八木沢，中元。

◇第7回常務理事会

1月10日正午から本会和室会識室で開催。

出席者：牛山，海法，松形，遠藤，池田，竹原の各常務

理事と本会から松川，松原，成松。

林業技術センター完成

去る'2月22日林業技術センターの落成式が，林野庁長

官始め多数の方々のご出席を得て盛大に行なわれまし

た。

式 辞

本日ここに林業技術センターの新築落成式を挙行する

に当りまして，年末で何かと御多端の中にもかかわりま

せず，かくも多数御臨席下さいましたことは誠に光栄の

至りでありまして，また感激に耐えないところでありま

す。

御存知のように日本林業技術協会は昭和56年創立40周

年を迎えるに当りまして，記念事業の一つとしてこの建

物の建設を企図致しました。林業はその特異な性絡によ

りその分野が多岐に分かれ，その技術の確立をはかるに

は，多年の研究の積み重ねと，広範な経験の情報蒐集を

必要とすることは論を待たないところでありますが，逝

憾ながらそれらの資料を蒐集整理して利用しうる施設が

なく，その実現は広く各方面において強く要望されて居

たのであります。

ここに本会は此の記念すべき時に当り，この要望の一

端を満すために本建物の建設を計画したのであります

が，これには相当の資金を要するため，本会会員ならび

に広く林業に街理解のある方々の御協賛をお願し致しま

したところ，各方面とも絶大な御協力を頂きまして本日

ここに御覧のような施設ができ上ったのであります。

今や日本林業は吾が国経済の急速な伸長に伴う木材需

要の急増と，国民生活の向上に寄与するために，一大転

期に立って居ると考えられるのであります。

日本林業技術協会におきましても会員の技術向上を期

すると共に，林業技術者の立場において，林業生産力の

増強を図り合わせて明かるい林業社会を建設することを

目標として，その使命達成に迩進致したい所存でありま

す。

この時に当りまして本建物の落成を見ましたことは，

誠に幸運と言うほかなく，今後本会の活動を更に一歩前

進せしめ得るものと確信致す次第であります。

今後は此の施設を十二分に活用して国内外の林業に関

する文献資料を広く蒐集整備し，広く一般の利用に供す

ることに致し度いと考えて居ります。

何卒皆様に対しましてもこの施設の御活用を御期待致

すとともに，今後更に一層の御指導をお願い申し上げる

次第であります。

終りに当りまして，40周年記念事業の推進に御支援御

協力賜わりました各位に対し，衷心より厚く御礼を申し

上げ式辞と致します。

昭和37年12月22日

社団法人日本林業技術協会

理事長石谷憲男

× × ×

昭和38年2月10日発行

林業技術第251号

編集発行人松原茂

印刷所大日本印刷株式会社

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7番地
冠話(331)4214,4215(272)0066,0071

暹祷東京60448番
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’ 牛方式ポケットコンパス

ラコン澱霧騨ルスクーァ
ブラントンコンパス

最も軽快なトランシツト

5分読水平分度

防水磁石盤

正像10X

アルティレベル
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ｒ

ハンドレベル式測高器１
１

ｌ
Ｉ16，500

Ｉ東京都大田区調布千鳥町40牛方商会工場
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